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説

過

失

同

時

犯

正

犯

性

(四)

(完)

の

論

目

次

序

求

問

題

の

所

在

第
二
早
因
果
関
係
論
に
よ
る
過
失
同
時
犯
の
正
犯
性
の
廿
唱
磁
づ
け
と
そ
の
批
判

第
一
節
条
件
説
に
よ
る
基
礎
づ
け
と
そ
の
批
判

柄
引
一
一
節
原
因
説
に
よ
る
基
礎
つ
け
と
そ
の
批
判
(
以
上
本
誌
一
一
巻
一
号
)

第
一
二
郎
悶
果
関
係
中
断
論
に
よ
る
世
話
泌
づ
け
と
そ
の
批
判

第
阿
節
相
当
囚
山
本
関
係
説
に
よ
る
基
礎
づ
け
と
そ
の
批
判
(
以
上
本
誌
一
一
巻
一
一
号
)

第
ご
章
構
成
要
件
諭
に
よ
る
過
失
同
時
犯
の
正
犯
性
の
基
礎
づ
け
と
そ
の
批
判

係
一
節
限
縮
的
正
犯
論
に
よ
る
基
礎
づ
け
と
そ
の
批
判

慎
一
一
節
鉱
山
以
的
正
犯
論
に
よ
る
基
礎
づ
け
と
そ
の
批
判
(
以
上
本
誌
一
一
巻
三
号
)

第
三
節
目
的
的
行
為
論
に
よ
る
恭
礎
づ
け
1

ご
元
的
正
犯
論
と
そ
の
批
判

第
一
-
一
躍
過
失
同
時
犯
の
正
犯
性

管
内
法
過
失
共
同
正
犯
と
過
失
同
時
犯

内

回

文

昭

北法 11(4・54)456 



tf~ 

IfJi 

目
的
的
行
為
論
に
よ
る
基
礎
づ
け
!

二
元
的
正
犯
論
i
ー
と
そ
の
批
判

ヴ
ー
-
う

1
ま

1
1
'
I
k
h
-
-

限
縮
的
正
犯
論
、
拡
張
的
正
犯
論
を
検
討
し
、
拡
張
的
正
犯
論
に
は
難
点
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
弁
え
た
Q

と
な
す
見
解
が
有
力
で
あ
る

と
乙
ろ
が
、

故
志
犯
と
過
失
犯
と
を
区
別
し
て
、
す
く
な
く
と
も
過
失
犯
に
つ
い
て
は
拡
張
的
正
犯
概
念
が
妥
当
す
る
、

と
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
本
稿
で
は
、
特
に
興
味
の
あ
る
見
解
で
あ
る
。

こ
の
見
解
は
、
二
元
的
正
犯
論
と
呼
ば
れ
得
る
も
の
で
あ
る
が
、
従
来
も
、
多
く
の
学
者

κよ
っ
て
是
認
さ
れ
て
い
た
1
1
4
主
と
し
て

暗
歎
の
う
ち
に
|
!
と
こ
ろ
で
あ
る
。
過
失
犯
の
領
域
で
は
正
犯
と
共
犯
の
区
別
が
な
い
と
の
理
由
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
拠
る
条
件
説
あ
る

節
に
お
い
て

い
は
相
当
因
果
関
係
説

K
た
ち
帰
っ
た
多
く
の
学
者
に
つ
い
て
、
す
で

K
紹
介
し
検
討
し
た
乙
と
を
想
起
し
得
ょ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
本

意
識
的
に
二
元
的
正
犯
論
を
展
開
す
る
目
的
的
行
為
論
を
考
察
し

た
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
が
、

故
立
行
為
と
過
失
行
為
の
実
体
的
差
異
に
着
目
し
て

過失同時犯の正犯性(四)・(完)

フじ
的ぺ
正 1
1日 ノレ
論丈の
の見
根解
拠 l乙
にお
あい
るて
。も

そ
の
前
に
ぺ

I
ル
の
見
解
を
も
眺
め
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

円

3
)

過
失
同
時
犯
は
、
当
然
に
過
失
同
時
正
犯
で
あ
る
。
乙
の
点
に
問
題
は
な
い
。
問
題
は
、

ベ
ー
ル
の
二

ぺ
!
ル
が
二
元
的
正
犯
論
を
主
張
す
る
根
拠
は

犯
と
共
犯
の
区
別
に
実
行
行
為
概
念
を
援
用
し
た
点
の
矛
盾
を
衝
く
乙
と
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

と
る
以
上
、
実
行
行
為
概
念
は
特
別
な
意
味
を
も
ち
得
ず
、
正
犯
と
共
犯
と
の
区
別
は
、
精
々
主
観
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
よ
っ
て
な
さ

ハ

s
v

れ
得
る
に
す
ぎ
な
い
筈
で
あ
る
、
と
す
る
。
し
か
し
、
と
ぺ

1
ル
は
考
え
る
。
主
観
的
共
犯
論
は
、
す
で
に
批
判
し
つ
く
さ
れ
た
と
こ
ろ

正
当
で
な
い
。

で
あ
り
、

ν
ュ
ミ
ッ
ト

一
方
で
拡
張
的
正
犯
論
を
と
り
な
が
ら
、
他
方
、

メ
ツ
ガ
ー
が

ま
ず
、

ベ
ー
ル
は
、
拡
張
的
正
犯
論
を

方

阿
七
条
以
下
に
お
い
て
、
予
備
と
実
行
行
為
、

正
犯
と
共
犯
と
は
厳
格
に
区
別

ド
イ
ツ
刑
法
四
三
条

正

北法 11(4・55)457 



説

?去さ
lC れ
調な
%11 け
しれ
なば
い?な
り

とな

ゆ

問
七
条
以
下
が
予
定
す
る
放
な
犯
の
領
域
で
は

ド
イ
ツ
刑
法
問
三
条
、

呉L>.
iillil 

二
一
冗
的
配
犯
論
の
基
礎
と
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

こ
れ
だ
け
の
こ
と
な
ら
、

:ー
ナ
h

，刀

そ
と
で
、

拡
張
的
正
犯
論
は
現
行

ベ
ー
ル
は

つ
ぎ
に

つ
ま
り

過
失
犯
の
領
域
で
は
未
遂
は
罰
せ
ら
れ
ず
、
共
犯
規
定
に
よ
っ
て
実
行
行
為
と
そ
れ
以
外
の
行
為
が
区
別
さ
れ
る
と
と
も
な
い
、
と
な
し
、

A
h
g
d
 

こ
れ
を
根
拠
に
し
て
二
一
五
的
正
犯
論
を
導
く
の
で
あ
る
。

過
失
犯
に

故
立
犯
に
関
し
て
拡
張
的
正
犯
論
を
ア
小
川
定
し
た
現
山
が

関
し
て
拡
張
的
正
犯
論
を
出
同
定
す
る
開
山
す
な
わ
ち
二
一
兆
的
正
犯
論
を
基
礎
づ
け
る
岡
山
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は

こ
の
ぺ

I
ル
の
態
度
を
い
か
に
汗
仰
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

ぺ
1
ル
に
よ
れ
ば

h
J
川
し

h
J
川
し
斗

4

7
3
?
1
l
 

共
犯
川
測
定
が
適
肝
さ
れ
な
い
か
ら

過
失
的
に
結
果
芯
起
に
寄
与
し
た
者
は
す
べ
て
正
犯
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

適
用
さ
れ
な
い
と
の
閉
山
か
ら

す
べ
て
正
犯
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

犯
と
は
概
念
的
に
も
区
別
さ
れ
な
い
、

だ
か
ら
共
犯
規
定
は
本
来
問
題
に
な
ら
な
い
、

過
失
犯
に
お
い
て
は

し
か
し

過
失
犯
の
領
域
で
は

北
大
犯
規
定
が

と
い
う
見
地

K
た
っ
て
、

ば
、
な
ぜ
疋
犯
と
共
犯
の
区
別
が
な
い
か
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

と
こ
ろ
が

p
u、
ふ
ふ

と
一
ノ

'tv

と
い
う
の
で
あ
る
な
ら

正
犯
と
北
大

わ
け
で
は
な
い
。

彼
は
過
失
の
共
犯
と
い
う
概
念
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て

彼
は
ベ
ー
ル
は
か
よ
う
な
見
地
に
た
っ
て
い
る

過
失
の
共
犯
が
な
ぜ
過
失
の
主
犯
と
さ

れ
る
べ
き
か
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。

Fド

共
犯
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
、
だ
け
な
ら

は
不
可
却
と
さ
れ
得
る
符
で
は
な
か
ろ
う
か

ヘ
故
意
犯
に
つ
い
て
、
限
縮
的

E
犯
論
を
と
っ
て
い
た
彼
の
態
度
か
ら
す
る
な
ら
ば
、

J

o

r
過
失
の
共
犯
を
不
可
調
と
す
る
契
機
は
す
で
に
充
分
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」

逆
に

民
』
・
.
、

n
J
K、
円
U

、
1
4
/
σ
~
，
t
y
河
J

予
備
と
や
い
〈
行
行
為
と
を
区
別
す
る
実
誌
は
な
い

と
い
う
立
言
も

こ
と
で
は
立
味
に
乏
し
い
で
あ
ろ
う
。

過
失
行
為
に
つ
い
て

右
に
検
討
し
た

ぺ
1
ル
の
見
解
は
、

す
で
に
考
察
し
た
よ
う
に
、

し
か
も

ヘ
リ
ス
、
ブ
ィ
ン
ゲ
ル
、
リ
ヴ
ト
ヲ
'
、
ヒ
ッ
ベ
ル
、
ア
ル
フ
ヱ
ル
/

/
ト
、
ケ

1
ヲ

1
の
見
解
に
つ
き
第
一
章
で
考
察
し
た
と
こ
ろ
を
参
照
」

7
4

、噌
r
k
r
f
r
}

↓
ー
し
叶
千
わ
r
l

従
来
多
く
の
学
者
が
示
し
て
い
た
と
こ
ろ

ま
た

木
節
目

Mmで
指
摘
し
た
よ
う
に

市.

と
木
町
的
ピ
は
な
ん
ら
県
な
ら
ず
、

「
二
元
的
主
犯
論
」
「
混

北法 11(4・56)458 



合
説
」
と
い
う
名
称
を
あ
た
ら
し
く
つ
け
た
だ
け
に
す
ぎ
な
い

(
刊
J
》

と
が
で
き
な
い
。

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

ぺ

1
ル
ピ
従
う
乙

ー
っ
冗
h

M

1

ま

，

K
1
3
i
p
-
-

か
く
し
て

改
め
て

目
的
的
行
為
論

ιよ
る
二
元
的
正
犯
論
を
考
察
す
る
こ
と
に
な
る
。

ヲ
ー
ヲ
ー
し
斗
み

J
A
H
1
V寸
λ
引
1
1
dパ
M
1
J
d
q

，ty

過失同時犯のiE犯性(四)・(完)

川
「
ご
元
的
正
犯
槻
念
し
と
い
う
用
語
は
、
木
村
教
授
に
従
つ
に
も
の
で
あ
る
l

凶

〈

m
F
Z
-
垣内一
NmfNω
可
者
・

2
w
ω
・
日
匂
民
・

間

E
・

g-】
ア
河

2
5
r
H
E
R
E
ι
2同町
5
2
2
、E
5
5認可
H
F
ω
-
F
g
F
W
U
Z曲
目
。

?

2
片

山
出
ベ
ー
ル
自
身
は
、
混
合
説
と
称
し
て
い
げ
る
1
1

民
∞
出
ゲ
叶
w
p
p
。・

ω・
5
u
R
-

間
民
∞
位
}
戸
『
wm
位
。
・

ω・
3
H
R
-

刷

H
I
-
-

切回一

F
p
m
。・

ω
久
島
民

u
g
w
{点
目
)
門
戸
問
。
問
。
口
町
・
日
出
向

}
H
A
P
5
3
N
Tユ
六
日
仏

uω
・

Ha-

m
司

E
F
L・
P
・
C
-
ω
・
足
w

ま
二
凶
叶
・

剛
司
・
回
出
F
u
p
p・。・

ω・
ミ
同
・

剛
山
・
切
悶
f
w
p
p
。・

ω
-
S

制
ベ
ー
ル
の
見
解
を
紹
介
し
批
評
し
た
も
の
と
し
て
は
、

:nEFββ
。

2
2
C
U
K軒
以
前
釈
諸
説
明
菅
川
崎
ほ
叩
泣
)

主
ら
に
、
大
塚
・
間
接
正
犯
の
研
究
一
一
一
回
ハ
頁
は
、
主
と
し
て
、
故
窓
犯
の
創
成
で
の
ベ
!
ル
の
正
犯
論
を
批
判
す
る
。

ー
木
村
・
総
論
一
二
八

O
以
討
(
問
)
。

ヨ5

J次

目
的
的
行
為
論
の
二
元
的
正
犯
論
の
基
礎

目
的
的
行
為
論
に
よ
る
二
元
的
正
犯
論
は
、
故
立
行
為
と
過
失
行
為
の
実
体
的
世
江
川
択
を
巾
体
認
す
る
乙
と
か
ら
出
発
す
る
。

故
意
行
為
も
過
失
行
為
も

行
為
す
な
わ
ち
目
的
的
な
身
体
的
動
作
で
あ
る

し、7
O~ e! 

FドJ
IT-] 
'ー
イ了

為

l乙
よ
~L 
(ま

と
い
う
点
で
は
相
違
は
な

梢
成
要
件
的
結
束
の
や
一
〈
現
に
向
け
ら
れ
た
目
的
的
な
怠
忠
に
よ
っ
て
、

(
2
，v
 

構
成
要
件
的
結
果
を
閃
果
的
に
実
現
す
る
に
至
っ
た
と
こ
ろ
の

故
立
行
為
は

し
か
し

支
配
さ
れ
統
制
さ
れ
た
行
為
で
あ

り
、
過
失
行
為
は

i
t
Eド
-
J
E
-、
l

H

仰
助
事
判
N
w
e却
H
I
ド
行

不
出
広
が
原
閃
と
な
っ
て

北法 11(4・57)459 



ー、p"1;;1 
i1Jし

ハ
3
V

と
の
点
に
お
い
て
、
両
者
は
、
木
質
的
に
列
な
る
而
を
も
っ
て
い
る
。

ハ
4
〉

目
的
的
行
為
論
は
、
刑
法
解
釈
論
の
而
で
、
幾
多
の
重
要
な
帰
結
を
導
き
だ
し
た
。
な
か
ん
ず
く
.

外
の
結
果
実
現
に
向
け
ら
れ
た
目
的
的
な
行
為
な
の
で
あ
る
。

の
相
違
を
確
認
す
る
乙
と
か
ら
、

市命

犯
・
共
犯
論
に
お
け
る
基
本
的
態
度
は
、
最
も
重
要
な
帰
結
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
そ
れ
は
、
過
失
同
時
犯
の
正
犯
性
を
説
明
す
る

際
の
基
礎
と
も
な
っ
て
い
る
。

正
犯
・
共
犯
論
に
関
す
る
目
的
的
行
為
論
の
基
本
的
態
度
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
、

目
的
的
行
為
論
は
、
構
成
要
件
の
実
現
に
向
け
ら
れ
た
目
的
的
な
立
思
に
よ
り
、
支
配
さ
れ
統
制
さ
れ
た
行
為
(
故
立
行
為
)
の

目
標
実
現
と
い
う
範
囲
内
で
、
完
全
一
な
場
合
と
不
完
全
な
場
合
と
が
あ
る
こ
と
を
強
制
す
る
r
そ
し

内
部
に
お
い
て
、
立
忠
の
支
配
が
.

そ
の
場
合
の
な
思
に
「
目
的
的
行
為
支
配
」
の
立
思
と
い
う
概
念
を
認
め
よ
う
と
す
る
(
詞
知
叫
時
棺
仇
恥

論
を
と
る
学
者
の
聞
に
お
い
て
も
、
若
干
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
相
違
を
も
っ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
グ
工
作
ツ
ェ
ル
は
、
「
目
的
的
実
現
意
思
」
と
い
う
主
観
的
要
素
に
重
点
を
お
い
て
い
る
。
こ
れ

に
対
し
、
マ
ウ
ラ
ッ
ハ
、
ガ
ル
ヲ
ス
は
、
「
客
観
的
行
為
支
配
」
と
か
「
目
的
に
向
け
ら
れ
た
玄
思
を
そ
の
達
成
に
適
し
た
手
段
に
よ
っ
て
突
現
す
る
行
為
」
と
い
う
客
観
的
要
素
に
重
点
を
お
く
。

(
6
〉

し
か
し
、
「
目
的
的
行
為
支
配
」
概
念
の
ニ

J
Q

7
ン
ス
の
相
違
は
、
こ
こ
で
は
重
要
で
な
い
」

て
、
特

K
前
者
に
つ
い
て

「
目
的
的
行
為
支
配
」

R
7
)
 

あ
る
。
共
犯
も
あ
る
程
度
の
「
目
的
的
行
為
支
配
」
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
他
人
の
「
目
J

Q

的
的
行
為
支
配
」
に
対
す
る
関
与
行
為
の
段
階
に
お
け
る
行
為
支
配
で
あ
る
に
と
ど
ま
る
、
と
さ
れ
る
¥

の
有
無
に
よ
り
区
別
さ
れ
る
(
「
問
的
的
行
為
支
配
」
が
正

ヌ

-

c

，

f
犯
性
の
一
般
的
安
素
な
の
で

正
犯
と
共
犯
は

乙
の

と
こ
ろ
が
、
過
失
行
為
に
お
い
て
は
、
「
目
的
的
行
為
支
配
」
の
観
念
は
、
構
成
要
件
的
結
果
以
外
の
結
果
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
た

当
初
の
立
息
状
態
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
認
め
る
乙
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
構
成
要
件
の
実
現
に
至
っ
た
過
程
に
つ
い
て
は
認
め
ら
れ
な

い
、
と
せ
ら
れ
る
。
な
ぜ
か
な
ら
ば
、
過
失
行
為
に
よ
る
柿
成
要
件
の
実
現
は
、
盲
目
的
・
閃
果
的
事
件
で
あ
る
に
と
ど
ま
り
、
目
標
に

(

9

V

 

向
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
た
行
為
が
生
み
だ
し
た
も
の
で
は
な
く
、
偶
々
存
在
し
て
い
た
原
閃
閃
子
の
結
合
に
な
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
尤
も
、

目
的
的
行
為
論
に
お
い
て
は
、
過
失
行
為
(
過
失
犯
)
と
は
、
前
構
成
要
件
的
結
果
に
関
す
る
目
的
的
行

為
と
盲
目
的
・
閃
果
的
に
構
成
要
件
を
実
現
す
る
に
至
っ
た
単
な
る
事
件
と
の
単
純
な
結
合
に
つ
き
る
も
の
で
は
な
い
。
社
会
関
係
上 こ
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当
然

K
要
求
さ
れ
る
程
度
の
注
立
を
払
っ
た
な
ら
ば
、
当
該
椛
成
要
件
的
結
果
を
悶
果
的
に
惹
起
し
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
に

ヘ
結
果
回

戸
避
の
客

観
的
可
能
性
が
J

、

要
請
せ
ら
れ
る
」

と
い
う
不
注
志
の
要
素
が
両
者
を
結
合
さ
せ

日
叫
一
ミ
日

D

5トト

、
河
川
プ
X
A
J
U
~
寸
斗
/
利
ド

結
果
を
発
生
せ
し
め
た
、

/e::-

形
成
す
る

量子
る 57
の μ、

Z与
え~ t~ 
が
7こ
め

ζ

の
不
注
立
と
い
う
要
素
は

し
か
し

過
失
犯
の
違
法
要
素
と
し
て

違
法
論
で
問
題
に
さ
れ
る
に

ム
」
戸
」
土
品
マ
h
v

(

H

J

 

ヘグ
E

h

y

ツ
ゴ
ル
は
い
う
。
過
失
犯
の
構
成
要
件
の
実
現
は
、
当
該
行
為
が
客
観
的
な
注
意
義
務
に
違
反
し
た
場
合
お
よ
び
結
果
が
必
要
な
注
意
に
よ
っ
て
回
避

τ

/
さ
れ
得
た
で
あ
ろ
う
場
合
に
、
違
法
と
な
る
、
と
。
い
わ
ゆ
る
社
会
的
行
為
論
を
主
張
す
る
マ
イ
ホ

1
7
ェ
W
も
同
様
の
見
解
に
た
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
」

客
観
的
に
予
見
可
能
な
結
果
の
盲
目
的
・
因
果
的
芯
起
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
石
一
ιγ
川
ば

〆
ノ
、
i

ノ

t

い
う
。
過
失
犯
の
構
成
要
件
に
と
っ
て
重
大
な
の
は
、
客
観
的
に
予
見
可
能
な
結
果
の
惹
起
す
な
わ
ち
相
当
な
条
件
設
定
で
あ
る
、
と
。
マ
ウ
ヲ
ッ
ハ
も
同
じ
見
解
で
あ
る
。
マ
イ
ホ
1
ア
ー
ル

も
と
れ
を
支
持
す
る
。
ち
な
み
に
、
過
失
犯
の
責
任
性
は
、
行
為
者
個
人
に
つ
い
て
、
汝
は
結
果
の
発
生
を
予
見
し
得
た
が
ゆ
え
に
円
、
王
観
的
予
見
可
能
性
が
要
請
さ
れ
る
〕
、
結
果
を
回
避
す

A
U
U
)
(

日
}

ベ
く
意
思
し
得
た
し
、
意
思
す
べ
き
で
あ
っ
た
、
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
意
思
に
で
な
か
っ
た
、
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
/
ω

主
観
的
予
見
可
能
性
と
主
観
的
義
務
違
反
性
が
、
責
任
を
構
成
す
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
」

要
件
実
現
の
次
元
で
決
定
的
な
の
は

か
く
し
て
、

目
的
的
行
為
諭
に
よ
れ
ば
、
過
失
行
為
に
お
い
て
は
、
構
成
要
件
的
結
川
市
実
現
に
関
す
る
「
目
的
的
行
為
支
配
」
の

五
犯
と
共
犯
の
区
別
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
目
的
的
行
為
支
配
」
は
、

観
念
は
生
起
し
符
な
い
が
ゆ
え
に
、

故
立
犯
の
領
域
で
、

正
犯
と
共
犯
と
を
区
別
す
る
契
様
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
過
失
犯
の
領
域
に
、

ζ

の
観
念
を
も
ち
込
ん
で
、

正
犯
と

過失同時犯の正犯性(fITJH完)

日
f手J
(]''.I 
行
為
三r、
の
立
J;&'; 
lと

そと
作弓 止と

し i器
」 てコ

hZ 
~の
lま

故
立
犯
の
正
犯
概
念
と
過
失
犯
の
正
犯
概
念
と
は
典
な
る

(
配
一
幹
脈
一
勧
吋
K
M
)

と
す
る

共
犯
と
の
区
別
は
な
い

'
日
守
、
J

、

十
h
ふ
川
村

目
的
的
行
為
論
の
二
元
的
正
犯
論
の
基
礎
は
、
ま
だ
ほ
か
に
も
あ
る
。
過
失
犯
に
お
い
て
、
杭
成
要
件
的
結
果
惹
起
の
時
点
で
、

結
果
の
志
起
に
与
っ
た
諸
力
は
、
単
な
る
盲
目
的
・
閃
果
的
共
働
原
因
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

(

M

)

 

べ
き
契
機
は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
法
は
、

そ
の
問
に
刑
法
的
評
価
の
走
兵
を
生
み
だ
す

こ
の
実
体
を
考
慮
し
て
、
過
失
犯
の
椛
成
要
件
を
定
立
す
る
に
当
つ
て
は
、

故
立
犯
の
「
人
殺
し
(
吋

2
2
)」
に
対
立
す
る
「
死
に
対
す
る
.
原
閃
づ
け
(
〈
巾
円
買

g
n
y
g
色
町
田
、
一
円
。
色
町
田
」
を
規
定
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、

1;i~; 

成
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第

款

目
的
的
行
為
論
の
二
元
的
正
犯
諭
と
過
失
同
時
犯
の
正
犯
性

右
に
眺
め
た
よ
う
に
、

目
的
的
行
為
論
に
よ
れ
ば
、
故
怠
行
為
と
過
失
行
為
の
相
違
は
、
故
志
の
正
犯
と
過
失
の
正
犯
と
を
区
別

す
る
こ
元
的
正
犯
論
の
基
礎
を
提
供
す
る
。

ガ
ル
-
フ
灯
)
は
い
う
。
目
的
的
行
為
論
に
よ
る
正
犯
論
は
、
構
成
要
件
的
結
果
実
現
に
関
与
し
た
す
べ
て
の
者
を
正
犯
と
す
る
の
で
は
な

し
に
、

目
的
的
な
行
為
支
配
者
だ
け
を
正
犯
と
す
る
点
で
、
根
縮
的
正
犯
論
で
あ
り
、
他
方
、

す
べ
て
の
因
果
的
関
与
者
を
無
差
別
に
正

犯
と
す
る
点
で
、

拡
張
的
正
犯
論
で
あ
る
、

と
。
か
よ
う
な
見
解
の
下
で
は
、

過
失
的
に
人
の
死
に
原
因
を
与
え
た
者
す
べ
て
が
過
失
致

も
と
よ
り
当
然
で
あ
る
主
も
、
先
程
も
触
れ
た
が
、
マ
ウ
ラ
ッ
ハ
、
ボ
ル
ト
、

zpzzu、過

/
失
犯
の
構
成
要
件
該
当
性
を
基
礎
づ
け
る
標
準
と
し
て
、
結
果
惹
起
に
関
与

(
2
u
 

し
た
す
べ
て
の
条
件
で
は
な
し
に
、
相
当
因
果
関
係
説
に
い
わ
ゆ
る
相
当
条
件
を
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
づ

こ
の
こ
と
と
、
過
失
犯
の
領
域
で
は
諒
張
的
正
犯
論
が
妥
当
す
る
と
い
う
態
度
と
は
、
な
ん
ら
矛
盾
し
な
い
」

死
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
と
せ
ら
れ
る
こ
と
、

さ
て
、

そ
れ
で
は
目
的
的
行
為
論
に
よ
る
二
元
的
正
犯
論
、

な
か
ん
ず
く
過
失
同
時
犯
の
正
犯
性
の
基
礎
づ
け
は
、
肯
定
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
か
。
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故
志
行
為
と
過
失
行
為
の
聞
に
、
実
体
的
な
差
異
が
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
結
果
発
生
の
時
点
で
、
過
失
行
為
が
盲
目
的
・
因

果
的
事
件
と
化
し
て
し
ま
う
ζ

と
も
肯
定
し
て
よ
い
。
単
な
る
条
件
に
と
ど
ま
る
行
為
も
、
相
当
条
件
と
い
え
る
行
為
も
、
さ
ら
に
は
過

失
犯
の
構
成
要
件
を
実
現
す
る
行
為
も
l
t
ー
第
三
章
に
お
い
て
、

そ
の
実
体
を
考
察
し
よ
う
と
思
う
が
、

こ
の
立
味
で
は
同
じ
で
あ

因
果
の
法
則
が
支
配
す
る
に
至
っ
た
次
元
に
お
い
て
は
、
単
な
る
条
件
も
相
当
条
件
も
、

自
然
現
象
と
同
列
に
評
価
せ
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
ら
。

る
。
な
ぜ
か
な
ら
ば
、
意
思
か
ら
は
な
れ
て
、

し
か
し
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
過
失
犯
に
お
い
て
は
、

正
犯
と
共
犯
の
区
別
は
な
い
、

と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る
と
は
い
え
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

つ
ぎ
の
よ
う
な
疑
問
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

第

[こ

、.、.

過
失
的
に
結
果
を
発
生
さ
せ
る
に
至
っ
た
あ
ら
ゆ
る
行
為
は

、.、.、.‘.、.‘.、.、.、.、.、.、.、.、.

刑
法
上
無
差
別
の
凶
果
的
共
働
原
因
で
あ
る
に
と
ど
ま

る
、
と
す
る
態
度
に
問
題
が
あ
る
。

過失同時犯の正犯性(四)・(完)

志
識
的
な
も
の
か
ら
無
立
識
的
な

「
立
識
的
な
部
分
が
決
し
て
過
失
行
為
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
で
は
な
い
」
と
せ
ら
れ

無
意
識
的
な
部
分
の
み
が
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
と
は
い
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

団
藤
教
授
が
指
摘
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
過
失
行
為
は
、

も
の
に
ま
た
が
る
領
域
を
占
め
る
よ
教
授
は
、

そ
の
主
観
的
方
面
に
お
い
て
、

4
b
ん」
4
D
ム」、

る
が
、

過
失
行
為
が
、

、.、.、.‘.、，、.、.、.、.

無
怠
識
的
な
結
果
悲
起

4
h
U
T
レ、

、‘、、

(
7
J》

そ
も
そ
も
過
失
行
為
と
い
う
概
念
は
生
じ
得
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
過
失
行
為
に
対
す
る
違
法
判
断
、

、.、.、.、.

に
つ
き
る
の
で
あ
れ
ば
、

責
任
判
断

も
求
め
ら
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
構
成
要
件
該
当
性
の
判
断
に
当
っ
て
も
、

わ
れ
わ
れ
は
、
す
べ
て
の
過
失
行
為
を
盲
目
的
・
悶
県
的
結

凹
木
惹
起
の
名
の
下
に
、

無
差
別
に
ひ
っ
く
る
め
て
は
な
ら
な
い
、
と
思
う
。
乙
の
点
を
も
う
す
こ
し
立
入
っ
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

(

8

}

 

マ
イ
ホ
1
フ
エ
ル
の
見
解
に
注
目
し
た
い
。

わ
れ
わ
れ
は
、
ま
ず

マ
イ
ホ

1
ブ
エ
ル
は

グ
エ
ル
ツ
エ
ル
が

こ
こ
に
お
い
て

「
目
的
的
な
実
現
怠
思
に
包
含
せ
ら
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
(
附
随
的
)
結
果
は
、
凶
果
的
に
惹
起
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
に
と
ど
ま
る
」
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説

と
し
て
、
看
護
婦
が
致
死
量
の
モ
ル
ヒ
ネ
を
不
注
意
に
注
射
し
患
者
を
死
亡
さ
せ
た
場
合
に
お
い
て
は
、

、

、

、

、

ハ

9
)

目
的
的
な
殺
人
行
為
は
存
在
し
な
い
、
と
な
し
て
い
る
点
に
批
判
の
目
を
向
け
る
Q

ま
ず
、

、.、.、.、.

目
的
的
な
注
射
行
為
は
存
在
し

て
も
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
る
。
も
し

論

エ
ル
ツ
エ
ル
が
、
行
為
か
ら
主
観
的

1
目
的
的
要
素
を
消
去
し
て
し
ま
う
乙
と
に
よ
り
、
す
べ
て
内
容
的
な
も
の
・
意
味
の
あ
る
も
の
は

行
為
か
ら
脱
落
し
て
し
ま
い
、
意
思
か
ら
は
な
れ
た
因
果
の
経
過
だ
け
が
残
る
、
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
す
べ
て
の
行
為
の
事
実
論
理
的

円
四
)
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

構
造
を
見
誤
る
乙
と
に
な
る
、
と
。
そ
し
て
看
護
婦
が
、
過
量
の
モ
ル
ヒ
ネ
を
不
注
意
に
注
射
し
た
場
合
と
適
量
の
モ
ル
ヒ
ネ
を
注
射

、.、.、.、.、
..
 

、，、.、.、.、.

し
た
場
合
の
相
違
に
つ
い
て
論
じ
、
前
者
に
お
い
て
は
、
単
な
る
注
射
行
為
を
超
え
た
、
社
会
的
に
定
型
的
な
効
果
を
生
む
べ
き
傾
き

、

、

、

、

、

ハ

H
V

(
目
。

N
Eア
々
日
比
m
n
F
0
4司
宵
W
Z
ロm阿
国
ユ

n
F
E
D
m
)

を
内
含
し
た
危
険
な
行
為
を
観
念
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
。
し
か
し
て
、
過
量
の
モ

ル
ヒ
ネ
を
注
射
し
た
た
め
に
患
者
が
死
亡
し
た
場
合
と
、
適
量
の
モ
ル
ヒ
ネ
を
注
射
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
他
の
偶
然
の
事
情
が
介
入
し
た

た
め
に
患
者
が
死
亡
し
た
場
合
と
で
は
、
社
会
的
意
味
は
全
く
異
な
り
、
後
者
に
お
い
て
は
単
な
る
盲
目
的
な
因
果
性
が
支
配
す
る
だ
け

、
、
、
、
、
、
、
、
(
は

J
】

で
殺
人
行
為
は
存
在
し
な
い
が
、
前
者
に
お
い
て
は
客
観
的

1
目
的
性
を
も
っ
た
非
政
志
の
殺
人
行
為
が
存
在
す
る
h

と
考
え
る
の
で
あ

る。
と
こ
ろ
で
、

マ
イ
ホ

1
フ
エ
ル
の
態
度
に
も
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
彼
が
客
観
的

1
目
的
性
の
支
配
す
る
場
合
と
し
て
考
え
て

い
る
の
は
、
社
会
的

l
定
型
的
に
発
生
す
る
が
ゆ
え
に
、
期
待
さ
れ
予
見
さ
れ
得
る
結
果
発
生
の
場
合
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ヴ
エ
ル
ツ

エ
ル
も
ま
た
、
客
観
的
に
予
見
可
能
な
結
果
の
み
が
過
失
犯
の
構
成
要
件
的
結
果
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
両
者
の
聞
に
い

か
程
実
質
的
な
差
異
が
あ
る
の
か
あ
き
ら
か
で
な
い
う
ら
み
が
あ
る
。

、
，
‘
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
，
、
.
、
.

あ
る
が
、
故
意
行
為
と
非
故
意
行
為
を
対
立
さ
せ
、

さ
ら
に
、
マ
イ
ホ

I
フ
エ
ル
は
|
』
目
的
的
行
為
論
者
も
同
様
で

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
(
回
一
v

故
意
の
殺
人
行
為
と
非
故
意
の
殺
人
行
為
を
考
え
る
の
で
あ
る
が
、

特
i遇、 l乙
量、マ
の、ィ

ホ
ー
プ
エ
ル
の
立
場
で
は

過
量
一
の
モ
ル
ヒ
ネ
注
射
と
適
量
の
モ
ル
ヒ
ネ
注
射
の
意
味
が
区
別
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら

グ
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、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
‘
.
、
.

モ
ル
ヒ
ネ
注
射
に
よ
っ
て
患
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
過
失
行
為
に
よ
る
殺
人
が
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か

(
同
一
v
門

口

)

能
で
あ
る
。

と
い
う
批
判
も
可

だ
が
し
か
し

マ
イ
ホ

1
プ
エ
ル
が
、
事
後
的
に
で
は
な
く
し
て
、
事
前
に
ー
|
、
と
い
う
乙
と
は
、

;ほ
と識
思(的
う3な

IE 
lζ 
行重
為点
そを
のお
もい
ので

、，コ、
l
u
u
-
d
-

と
み
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
の
客
観
的

1
目
的
性
を
こ
の
段
階
に
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
、

の
意
味
を
考
え
、
も
と
も
と
殺
人
に
適
し
て
い
る
と
い
え
る
非
故
意
行
為

l
わ
れ
わ
れ
の
立
場
で
は
過
失
行
為
を
抽
出
し
よ
う
と

円
日
)
、
、
、
、
、
、
、
、
、

グ
エ
ル
ツ
エ
ル
が
、
過
失
行
為
は
因
果
的
な
附
随
的
結
果
を
伴

し
た
点
は
、
核
心
を
衝
い
て
い
る
と
称
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
Q

乙
の
占
川
、

っ
た
目
的
的
行
為
で
あ
る
、

と
し
て
い
る
の
は
問
題
で
は
な
い
か
と
思
う
。
な
ぜ
か
な
ら
ば
、
附
随
的
結
果
ー
ー
ー
た
と
え
ば
人
の
死

は
、
構
成
要
件
に
該
当
し
な
い
目
的
的
行
為
に
よ
り
非
目
的
的
・
因
果
的
に
惹
起
せ
ら
れ
た
に
と
ど
ま
る
も
の
、

す
な
わ
ち
、

目
的
性
を

本
質
要
素
と
す
る
行
為
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
乙
と
に
な
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
-
な
ら
な

、
，
、
，
、
.
、
.
、
.
、
，
、
.
、
.
‘
.
、
，
、
.

過
失
致
死
行
為
(
過
失
殺
行
為
)
は
構
成
す
る
と
と
が
で
き
な
い
の
で

い
で
あ
ろ
う
か
ら
。

グ
エ
ル
ツ
エ
ル
に
お
い
て
は
、

か
く
し
て
、

過失同時犯の正犯性(四)・(完)

過
失
行
為
に
つ
き
、
意
思
か
ら
離
れ
て
因
果
の
法
則
だ
け
が

支
配
す
る
段
階
に
達
し
た
部
分
が
あ
る
乙
と
を
否
定
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
過
失
行
為
に
か
ぎ
ら
ず
、
故
意
行
為
に
お
い
て
も
、
か

は
な
い
か
、

と
い
う
疑
問
が
強
い
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、

わ
れ
わ
れ
も
、

か
る
段
階
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
(
建
設
臥
一
主
y
h
L
和
一
繁
一
一
れ
い
均
一
措
咋
…
町
一
昨
丸
一
一
一
昨
約
一
札
川
一

mr唯
一
叫
一
兆
噛
luγ
詔一時一川に)。

(
却
J
V

か
よ
う
な
段
階
を
強
調
す
る
者
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
過
失
行
為
に
つ
い
て
も
、

だ

が

故
意
行
為

に
つ
い
て
、

因
果
的
部
分
だ
け
を
強
調
す
る
の
は
、

わ
た
く
し
は
、

と
思
う
。
か
よ
う
な
意
味
で
、

マ
イ
ホ
1
フ
エ
ル
の
考
え
方
の
正
当
な
面
を
評
価
し
た
い
。

当
な
態
度
で
は
な
い
、

勿
論

マ
イ
ホ
l
プ
エ
ル
は

過
失
行
為
の
う
ち
で
、
も
と
も
と
殺
人
行
為
に
適
し
た
行
為
と
殺
人
行
為
を
助
成
す
る
行
為
と
を
区
別

か
か
る
二
種
の
行
為
は
刑
法
上
無
差
別
の
共
働
原
因
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
、

と
提
言
し
て
い
る
わ
け
で
は

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

正
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説

E

、。
J
7
h
p
u
v
 

エ
シ
ギ
ッ

ν
ュ
の
飽
叫

か
よ
う
な
提
言
に
通
じ
得
る
契
機
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

し
か
し
、

こ

の

関

係

で

興

味

の

あ

る

の

は

、

度

で

あ

る

。

論

エ
シ
ギ
ツ
ジ
ユ
は

過
失
的
に
人
を
射
殺
し
た
場
合
と
弾
丸
の
入
っ
た
銃
を
不
注
意
に
放
置
し
た
に
す
ぎ
な
い
場
合
(
羽
仏
間
一
)
と

と
考
え
る
の
で
あ
る
(
目
的
的
行
為
論
を
支
持
す
る
イ
ェ
ジ
ェ
ッ
ク
が
、
エ
ン
ギ
ゴ

/
ッ
ジ
ュ
に
好
意
的
な
の
は
興
味
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」

で
は

民
族
感
情
の
上
で
相
違
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

エ
シ
ギ
ツ

ν
ュ
の
乙
の
態
度
か
ら
理
解
さ
れ
る
よ
う
に

彼
は
右
の
よ
う
な
二
種
の
過
失
行
為
を
分
析
し
追
求
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
却

と
し
て
い
る
位
で
あ
る
。

っ
て

い
わ
ば
か
よ
う
な
情
緒
的
差
異
は

す
く
な
く
と
も

重
大
な
も
の
で
は
な
い

の
内
部
に
あ
る
差
異
を
考
え
て
い
る
の
は

示
唆
的
で
あ
る
と
思
う

過
失
行
為

ヘ
突
は
、
過
失
的
共
犯
行
為
を
知
っ
て
い
る
者
目
的
的
行
為
論
者
も
例
外
で
な
J

。

戸
い
ー
は
、
み
な
か
か
る
差
異
を
前
提
に
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

し
か
し

わ
れ
わ
れ
は

マ
イ
ホ

1
ブ
エ
ル
、

エ
シ
ギ
ツ

ν
ュ
の
見
解
を
検
討
し
た
帰
結
と
し
て

乙
ζ

で
は

つ
ぎ
の
よ
う
な
結
論
を
導
き
た

し、。
過
失
行
為
を
考
え
る
場
合
、
「
無
意
識
的
な
」
部
分
を
強
調
す
る
乙
と
は
正
し
く
な
い
。
「
志
識
的
な
」
部
分
に
中
心
を
お
く
べ
き
で
あ

る
。
と
と
ろ
が
、

と
の
「
意
識
的
な
」
部
分
と
い
う
の
は
、

目
的
的
行
為
論
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
構
成
要
件
的
結
果
以
外
の
結
果
に
向

、
.
、
.
、
.
、
.
、
，
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
，
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.

け
ら
れ
た
目
的
性
の
支
配
す
る
部
分
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、
乙
乙
に
は
、
か
よ
う
な
目
的
的
意
思
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
た
不
注
意
と

い
う
意
思
状
態
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
乙
そ
、
過
失
行
為
が
過
失
行
為
た
る
の
特
質
を
備
え
る
の
で
あ
る
。
過
失
行
為

、.‘，、.、.、.、.、.

を
、
一
応
は
目
的
的
な
行
為
と
解
し
な
が
ら
、
そ
の
「
無
意
識
的
な
」
部
分
の
み
を
強
調
し
て
、
因
果
的
結
果
惹
起
と
規
定
す
る
態
度
の

失
当
な
る
ζ

と
が
、
乙
こ
で
示
さ
れ
る
わ
れ
わ
れ
は
、
過
失
行
為
を
、
不
注
志
な
目
的
的
行
為
と
し
て
把
握
す
べ
き
で
あ
る
ー
。
さ

ら
に
、
不
注
意
な
目
的
的
行
為
を
考
え
る
場
合
、
右
の
エ
シ
ギ
ヅ
ジ
ユ
の
掲
げ
た
例
が
示
唆
的
で
あ
る
よ
う
に
、
限
縮
的
正
犯
論
と
拡
張

的
正
犯
論
の
対
立
に
お
い
て
眺
め
ら
れ
た
よ
う
な
、
正
犯
行
為
か
共
犯
行
為
か
と
い
う
型
的
差
異
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
、
と
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困、 L、
果、ぅ
的、点
共、を
働、忘
原、れ
困、て
では
あな
るら
な

/'ー旬、、
題重
も過
こ失
こ泊、

で軽
で過
て失
くか
る
とと
L、し、
えう
る問討
、、.-'J。

か
く
し
て

、
.
、
.
、
.
、
.

過
失
的
に
結
果
惹
起
に
共
働
し
た
諸
カ
は
刑
法
上
無
差
別
の

と
す
る
目
的
的
行
為
論
の
理
解
を
支
持
し
得
な
い
こ
と
が
一
応
示
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

過失同時犯の正犯性(四)・(完)

出

巧

-
P一-
E
u
F
5
2
r
o
F
F
R
S
0・
ω・
5
・
〉
ロ
各
国
・
当
。

}Nめ
一
込
〉
・
∞
-
S
U
E
S
-出
・
』
E
n
z
n
F
ω
円
F
3
-
N
-
N・
戸
∞
可
-
F
ω
-
N
A
N・

ω
閉
山

-
Z
2
5
n
r
u
E
-担・、吋
-
N
〉・

ω・品
ωグ
忠
N
O
R
-
U
0・
ω
。
}
F
N
ω
可
者

-
F
ω
・
ω
8
w
戸
認
め
]NO}wm・
o・。・

ω・
8
同

-
L
F

な
お
、
井
上
・
判
例
に
あ
ら
わ
れ
た
過
失
犯
の
理
論
一
二
ご

O
I
一
一
一
頁
参
照
。

同
〈
間
}
-
Z・
巧
m-N巾
「
白
・
白
・

0
・
ω・
混
同
J

U

吋・

凶
団
藤
・
綱
要
ご
九
九
頁
。

問
団
藤
・
前
掲
書
ご
九
九
頁
。

刷
木
村
・
過
失
の
共
同
正
犯

i
平
野
・
福
田
・
大
塚
編
・
判
例
演
習
(
刑
法
総
論
)
一
七
七
1

八
頁
は
、
過
失
行
為
の
積
極
的
要
素
は
「
不
注
意
」
で
あ

h
J
、
「
不
注
意
L

は
「
意
識
的
な
」
部
分
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
が
ゆ
え
に
、
「
意
識
的
L

な
部
分
ζ

そ
過
失
行
為
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
、

と
せ
ら
れ
る
。

間

〈

m
F
Z・
4
ぐ町一

Nm-u
白
・
白
・
。
・

ω・
ω吋・

矧
者
・

ζ
E
r
c
h
F
N
ω
可
巧
・
吋
Cwω
・
5
甲山戸

刷
出
・
巧
巳

N
o
r
m
-
m・
0
ω
・
8
・

削

岩

・

呂

E
Z
F
H
u
m
-
s・
o
-
ω
-
H
E
R・
5ω
『

2
・
ω・
5
2・

m
d司
・
呂
田
F
Z
E
w
国
・
目
・
。
・

ω・
5
2・

間
巧
・
呂
田
山
百
円
2
w
m・
国
・
。
・

ω・
ロ
ミ
・

問
看
・
冨
巳
r
D
F
p
p
m
0
・
ω・
見
。

r
H∞
N
R・
5
品同・

凶
出
・
君
。
-
N
F
F
P
0・∞・

8
同

-
L
H
N・
ロ
印
刷
ロ
〈
間
]
・
4

戸
豆
島
C
『

F

P
白・

0
・
ω・
ロ
∞
同
・

回
巧
・
冨
同
一
宮
町
内
円
祖
国
・
白
・

0
・∞

-
H
2・
5

2・

、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
，
、
，
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.

間
わ
れ
わ
れ
は
、
過
量
の
モ
ル
ヒ
ネ
を
注
射
す
る
行
為
に
不
注
意
な
目
的
的
行
為
、
す
な
わ
ち
過
失
行
為
を
構
成
し
た
い
。

、、、、、

聞
な
お
、
マ
イ
ホ

l
フ
ェ
ル
の
社
会
的
行
為
論
は
、
行
為
概
念
の
把
握
に
当
り
、
行
為
者
側
人
の
意
思
と
い
う
要
素
を
軽
視
し
て
い
る
傾
き
が
あ
る
よ
う
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説

、.、.、.

に
思
わ
れ
る

1
1
4〈・

Y向日}同
c
r♂
白
・
白
'
。
・

ω・
5
P
5∞
u
5
u
u
口
同
門
T
H
E
R
-
-
-。
前
誌
仰
に
指
摘
し
た
マ
イ
ホ

l
フ
ェ
ル
の
客
観
的
1
目
的
性

の
本
質
も
、
か
よ
う
な
角
度
か
ら
眺
め
ら
れ
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。

闘
し
か
し
、
前
註
聞
に
指
摘
レ
た
よ
う
な
疑
問
も
あ
る
o

な
お
、
後
註
湖
、
間
参
照
。

制
民
・
君
。
}
N
刊
日
祖
国
・
向
。
・

ω・
8
w
ω
N
u
p
a
-
〉
r
g
o
r
e
z
f
2
Z
ω
百円

D
Z
O
E
P
ω
・。・

側
〈
回
一
・
同
・

4ぐ
包
括
「
。
〉
・

ω
-
N∞
wω
同町'

削
吋
ハ
・
開
ロ
m-mnrw
∞
-
2
2
仏

HO
岡山口件当

HnEE口
問
己

R
L
c
m自由同町
n
r
n
D
3
5同門司ロ
T
Z若
呂
田
巾
ロ

ωロ
『
白
骨
田
町
民

HUω
。
〈
2
2
F
E戸口
m
w
E
L
R
削耐え
2
5
ι
2

k
-
m
-
H，
-
L
E
g
s
z
n
r
Z
5
5
4司
o
m
o
g
mめ
7
2
4
(
N
F
J弓
虫
)
∞
・

8
∞・

間
同
印
口
印
I
Z・』
g
n
F
R
F
田

-
m・
o
-
ω
-
N
b
同・

間
関
・
開
口
問
znyv
白・白・

0
・
ω-ug-
な
お
、
ィ
ェ
シ
ヱ
ツ
ク
も
、
違
法
性
、
有
資
性
に
影
響
を
与
え
る
程
の
重
大
な
差
異
で
は
な
い
、
と
し
て
い
る

l
ー

回
目
ロ

?
Z
-
V
R
Y
2
r
w
白
白
・

0
ω
-
N品凶円・
1111io

な
お
、
同
・
何
ロ
包

ω
n
F
W
C
E
R
E
n
r
E口問。口、

ω
-
N∞
ω
R
U
U
N吋・

凶

〈

m--
〈・出回匂凹】巾
f

り
2
H印
ロ
ゲ
何
回
宮
内
出
向
円
R
E
L
Y
ω
・
広
三
J

怠
三

-w
品
guAF叶
∞
〉

-
T
r
E
7
ω
ロ
F
B
E
f
日出〉・

ω・
2
N
一
見
-
Y向
2
5
n
y
w
m
-
P

。
・
∞
・

kH2.

木
村
教
授
は
、
正
犯
と
共
犯
の
区
別
を
、
専
ら
、
行
為
に
至
る
決
意
の
中
に
求
め
ら
れ
(
一
品
い
鳩
時
一
一
一
)
、
行
為
の
型
的
差
異
に
よ
る
区
別
は
こ
れ

を
殆
ん
ど
考
慮
せ
ら
れ
な
い

(
4明
川
別
法
一
一
一
ト
ゴ
一
一
日
頁
参
照
)
。
し
か
し
な
が
ら
、
教
授
が
、
「
他
人
の
決
意
に
も
と
づ
く
行
為
を
通
し
て
構
成
要
件
実

現
に
至
る
行
為
を
な
す
者
を
共
犯
者
」
と
い
う
、
と
せ
ら
れ
る
と
き
、
す
で
に
、
他
人
の
行
為
が
、
構
成
要
件
の
実
現
に
適
し
た
行
為
で
あ
る
べ
き
乙
と

、

.

、

.

、

.

、

.

を
前
提
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
か
な
ら
ば
、
右
の
立
言
か
ら
は
、
共
犯
者
は
、
自
己
の
決
意
に
も
と
e

つ
い
た
行
為
に
よ
っ
て
は
構
成
要

件
の
実
現
を
招
来
し
得
な
い
、
と
す
る
理
解
も
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

同
木
村
・
過
失
の
共
同
正
犯
一
七
七

l
八
頁
。
前
註
刷
参
照
。
な
お
、
内
田
・
法
学
会
論
集
八
巻
一
二
・
四
号
ご
四
頁
以
下
。

ち
な
み
に
、
ガ
ル
ラ
ス
は
、
過
失
犯
に
お
い
て
は
、
結
果
に
対
す
る
心
的
関
連
す

2
r
R
F。
∞
s-oyロ
ロ
間
)
が
欠
け
て
い
る
、
と
は
す
こ
と
に
根
拠
を

お
い
て
、
因
果
的
部
分
の
み
を
強
調
す
る
の
で
あ
る

l
l当
・
の
色

S
L
P
。・

ω・
5
・

倒
木
村
・
総
論
三
八
二
一
員
、
一
一
一
八
五

l
六
頁
。
〉

Enr
〈開}・

4〈・

7向日
}
M
C

同
町
♂
同

-
F
0・
ω
-
H
g
同・

間
周
知
の
よ
う
に
、
重
過
失
と
軽
過
失
と
の
差
異
は
、
近
時
、
多
く
違
法
性
の
強
弱
に
求
め
ら
れ
て
い
る

1
1藤
木
・
法
協
七
四
巻
四
号
四
六
頁
以
下
。

ヨ
ら
に
、
木
村
・
総
論
二
五

O
頁
、
井
上
・
前
掲
書
ご
九
九
頁
以
下
|
l
l
o

た
が
し
か
し
、
論
者
が
、
「
行
為
そ
の
も
の
の
も
つ
定
型
的
な
危
険
性
」
、

論
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「
行
為
の
さ
己
れ
る
具
J

市
川
山
山
市
況
」
か
ら
認
め
ら
れ
る
「
高
度
の
危
険
性
」
(
晴
問
、
.
矧
J

胸
骨
一
駐
一
望

γ
一
九
回
一
明
ー
さ
)
を
前
而
に
だ
し
て
い
る
以
上
、

そ
こ
で
は
、
す
で
に
、
構
成
要
件
が
予
定
す
る
型
の
相
違
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
最
近
、
荘
子
教
授
は
、
重
過
夫
と
経
過
失
の
相

違
を
、
構
成
要
件
該
当
性
の
次
元
に
お
い
て
理
論
構
成
せ
ら
れ
た
1

荘
子
・
重
過
失
に
よ
る
失
火
と
延
焼
罪

l
平
野
・
福
田
・
大
塚
編
・
判
例
演
習
(
刑

法
各
論
)
所
収
(
近
刊
)
。
な
お
、
団
藤
・
前
掲
事
国
九
三
頁
註

C
一
)
、
ご
五
七
頁
参
照
。

四

し
か
し
な
が
ら
、
右
に
意
識
し
た
よ
う
な
、
過
失
行
為
に
お
け
る
正
犯
的
行
為
と
共
犯
的
行
為
と
い
う
型
的
相
違
を
、
法
が
考
慮

し
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
の
問
題
で
あ
る
。

た
し
か
に
、

目
的
的
行
為
論
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
特
に
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
い
て
は
、
故
意
犯
の
構
成
要
件
と
過
失
犯
の
そ
れ
と
は
違

っ
た
表
現
の
下
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

「
過
失
に
よ
っ
て
(
結
果
を
)
原
因
づ
け
た
者
」
が
過
失
犯
の
構
成
要
件
を
実
現
す
る
と
い
う
立

昧

K
解
し
得
る
規
定
は
、

わ
れ
わ
れ
の
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、

過
失
的
共
犯
も
ま
た
構
成
要
件
を
実
現
し

た
者
、

と
さ
れ
得
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。

過
失
的
正
犯
行
為
と
過
失
的
共
犯
行
為
の
相
違
を
法
は
無
視
し
て
い
る

乙
の
可
能
性
は
、

の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
疑
問
に
通
じ
る
。
果
し
て
そ
う
で
あ
る
か
ど
う
か
、

目
的
的
行
為
論
の
二
元
的
正
犯
論
に
対
す
る
第
二
の
批
判

過失同時犯の正犯性(四)・(完)

が
こ
の
点
に
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、

、.‘，、.

っ
た
諸
力
は
刑
法
上
無
差
別
の
共
働
原
因
で
あ
る
、
と
す
る
態
度
を
否
定
し
た
点
と
も
必
然
的
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
Q

わ
れ
わ
れ
が
、

乙
の
問
題
は
、

さ
き
に
、
過
失
的
に
結
果
を
発
生
さ
せ
る
に
至

正
犯
的
行
為
と
共
犯
的
行
為
の
型
的
差
異
は
存
在
す
る
と
し
て
も
、
法
は
乙
れ
を
無
視
し
て
い
る
、
と
い
う
立
言
を
正
当
づ
け
る
た
め

に
提
示
せ
ら
れ
た
議
論
と
し
て
は
、

ま
ず
、
過
失
犯
の
構
成
要
件
の
規
定
の
仕
方
自
体
に
止
目
し
た
議
論
を
あ
げ
る
乙
と
が
で
き
る
。
く

たり
議返
論し
でて
あい
る?う
O~ ま

で
も
な
く

目
的
的
行
為
論
の
二
元
的
正
犯
論
の
一
つ
の
根
拠
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
従
来
か
ら
も
行
な
わ
れ
て
き

し
か
し
な
が
ら

ド
イ
ツ
刑
法
二
二
二
条
は

た
と
え
ば

ぺ

1
Hノ
シ
グ
、

エ
シ
ギ
ツ
ジ
ユ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
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説

し
か
も
こ
の
人
殺
し
を
過
失
に
よ
っ
て
ひ
き
起
し
た
者
{
者
2
5
B円
ロ
ロ
色
色
。
吋

2
5ぬ
含
『
n
F
司
町
田
町
ユ
皆
回
目

m
Z
R

4
0
2円
g
n
y同
)
」
に
よ
っ
て
の
み
実
現
せ
ら
れ
る
、
と
い
う
解
釈
を
許
す
可
能
性
を
も
も
っ
。

「
人
を
殺
し
た
者
、

論

よ
り
実
質
的
な
根
拠
を
探
す
必
要
が
あ
る
。

そ
乙
で
、
第
二
の
議
論
が
設
場

従
っ
て
、
右
の
立
言
の
正
当
性
を
立
証
す
る
た
め
に
は
、

す
る
。
ほ
か
で
も
な
い
、

さ
き
に
検
討
し
た
目
的
的
行
為
論
の
二
元
的
正
犯
論
の
重
要
な
根
拠
、
す
な
わ
ち
、

正
犯
的
行
為
と
共
犯
的
行

為
の
対
立
は
、
実
は
、
前
構
成
要
件
的
次
元
で
看
取
さ
れ
得
る
に
と
ど
ま
る
、

と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
考

え
方
は
疑
問
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
過
失
的
正
犯
行
為
と
過
失
的
共
犯
行
為
が
存
在
し
、

し
か
も
、

こ
の
型
的
差
異
が
、
椛
成
要
件
的

に
意
味
の
あ
る
不
注
意
な
目
的
的
行
為
の
段
階
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
、

と
い
う
理
解
を
是
認
し
よ
う
と
す
る
現
在
、
右
の
立
言
を

正
当
づ
け
る
た
め
に
は
、

さ
ら
に
別
の
根
拠
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
Q

そ
と
で

第
三
の
議
論
と
し
て
、

グ
エ
ル
ツ
エ
ル
の
目
的
的
行
為
論
の
出
発
と
な
っ
た
論
文
「
ω
z
a
g
N
Z
B
ω
苫
Z
B
舟
田
一
昨
日
小

吋

o
n
y
g」
げ
仏
大
き
な
影
響
を
与
え
た
ヘ
ル
ム
I
L
l
-
マ
イ
ア
1
や
、
現
在
の
マ
ク
ラ
ヅ
ハ
の
見
解
が
登
場
す
る
Q

そ
れ
で
は
、
彼
等
は

い
か
な
る
理
解
の
下
に
、
法
が
過
失
的
正
犯
と
過
失
的
共
犯
の
区
別
を
無
視
し
て
い
る
、

と
考
え
る
の
で
あ
ろ

ほ
か
で
も
な
い
。
過
失
犯
の
本
体
は
、
法
益
侵
害
・
結
果
の
無
価
値
の
中
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、

と
い
う
別
解

う
か
。
そ
れ
は
、

ハ
3
V

で
あ
る
。
こ
の
議
論
も
ま
た
、
肯
定
さ
れ
得
な
い
こ
と
は
、
今
や
明
白
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ぜ
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
本
章
第
二
節
に
お

い
て
、
白
子
犯
の
存
在
が
「
行
為
の
無
価
値
」
を
前
面
に
だ
す
こ
と
な
し
に
は
説
明
さ
れ
得
な
い
ζ

と
、
従
っ
て
、
「
結
果
の
無
価
似
」
だ
、.、.

け
を
前
面
に
だ
す
拡
張
的
正
犯
論
に
は
疑
問
が
あ
る
乙
と
を
弁
え
、
さ
ら
に
、
「
行
為
の
無
価
値
」
は
、
自
手
犯
に
か
ぎ
ら
ず
二
般
の
犯
罪

、，、.

行
為
の
究
明
に
援
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
υ

し
か
り
、
現
在
、
ニ

1
ゼ
、
グ
エ
ル
ツ
エ
ル
、
ガ
ル
ラ
ス
は
、
「
行
為
の
無
価
仰
」

、

、

、

、

〈

4
V

に
よ
っ
て
こ
そ
、
過
失
行
為
の
実
体
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
る
、
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
Q
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か
く
し
て
、
過
失
犯
に
関
し
て
は
拡
張
的
正
犯
論
が
妥
当
す
る

と
な
す
目
的
的
行
為
論
の
二
元
的
正
犯
論
は
、
結
局
、
肯
定
さ
れ
得

な
い
乙
と
に
な
る
Q

か
え
っ
て
、
故
意
犯
の
領
域
で
限
縮
的
正
犯
論
が
妥
当
す
る
な
ら
ば
、
過
失
犯
に
も
同
様
に
乙
れ
が
妥
当
す
る
、

-
(
5
)
A
U
6
J》

な
す
理
解
の
正
当
性
が
示
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

過失同時犯の正犯性(四)・(完)

山
〈
間

}
-
F
-
N
B
B
2
f
〈
C
E
巴
ロ
ロ
号
門
叶
2
一E
Y
B
2
2
2
F
5
2
(
N
ω
可
者
・
日
目

)ω
・
5
由民・

5ω
耳切・

ω・
忌
由
民
一
号
日
・
〉
三
宮
巳
骨

ωω
同門担問・

B
n
F
H
2
3同巾円
H
5
5
u
c
u
∞
-
E
r
z・
∞

E
ロ
ωwH内
『

Ftrwω
・∞∞同・

凶

ぐ

m--H凶・∞
m一Emw
の
ω
-
E
Y
ω

尽
Z-
∞
一
穴
・
肘
ロ
包

ωnru
関

2
E一一
S
F
ω
・
∞
印
一
回
・
切
郎
}
F
H
N
E
E
r
p〈ぬ円

E
H
L
O
M
H
O
E
Z号
、
2
5ユ】ぬ間
2
F

∞・日仏・
わ
が
現
行
刑
法
は
、
一
一
六
条
で
「
火
ヲ
失
シ
テ
;
:
・
・
物
ヲ
焼
般
シ
タ
ル
者
」
、
ご

O
九
条
で
つ
過
失
ニ
因
リ
人
ヲ
傷
害
シ
タ
ル
者
」
、
一
二

O
条
で

「
過
失
ニ
因
リ
人
ヲ
死
二
致
シ
タ
ル
者
」
と
規
定
し
て
い
る
か
ら
、
故
怠
犯
の
「
焼
般
」
(
一
川
似
)
「
傷
害
L

(
お
)
「
人
ヲ
殺
ス
」
(
炉
鮎
)
概
念
と
異

な
っ
た
理
解
を
導
く
よ
う
な
契
機
は
な
い
と
い
え
る
。

同
国
・
呂
田
百
円
、
ロ
2
2
5号
m
n
Z
骨

ω
号
己
円
切
口

r
g
〈
O
F
2
5
8
u
ω
-
M
H甲山

Lmg-
虫
色
町

H
h
g
z
n
r
Hに
F
ω
-
N品
2
・u
M仏
三
・
山
河
・

ζ
E
S
h
r・

〉口問・、『・

N〉
・
∞
・

H印
Nψ
品
Nmw・

凶

者

-
z
m
F
E
E
-
F
S
H
-
〈
2
E
R
ロ
E

E

Z
一国

Z
m
r
g
w
∞
-
E
R
U
E
-
君
。
-
N

巾
「
品
〉
・

ω・
戸
。
一
言
。
白
戸
gvNω
可
巧
-
F
ω
・
ω∞
R
L
N・

同
特
に
、
前
註
凶
参
照
。
さ
ら
に
後
出
七
ご
一
良
以
下
、
七
四
頁
註
山
、
問
。

附
何
百
丘
I
』

-
C
B℃
mw
叶間
H
R
m
n
z
p
σ
色
町
田
r
H
E
E戸
間
四
円
∞
昨
日
間
SH(Nω
可
者
・
戸

)ω
・印斗由民・

5
5
2・
ω・
2
H
ぬ
・
は
、
過
失
的
共
働
の
内
部
で
、
行

為
支
配
の
有
無
に
よ
り
、
過
失
の
正
犯
行
為
を
抽
出
す
る
乙
と
が
で
き
る
と
提
言
し
て
い
る
。
行
為
支
配
の
有
無
を
基
礎
づ
け
る
と
い
う
、
目
的
的
整
序

(
町
一
口
出
『
口
宮

E
2
R
B
Z目
立
。
ロ
)
の
実
体
は
、
彼
の
見
解
で
は
、
行
為
者
の
因
果
的
現
象
へ
の
合
目
目
的
な
働
き
か
け
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
が
、
過

失
的
共
犯
も
、
ま
に
、
か
か
る
目
的
的
整
序
の
内
部
に
お
い
て
生
起
す
る
と
い
う
乙
と
も
で
き
よ
う
。
こ
の
意
味
で
は
、
ラ
ン
ペ
の
理
論
を
直
に
肯
定
す

る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
が
、
し
か
し
、
ゆ
き
万
の
正
し
さ
は
評
価
せ
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
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説

第
三
章

過
失
同
時
犯
の
正
犯
性

論

過
失
同
時
犯
の
正
犯
性
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
提
示
せ
ら
れ
得
る
考
え
方
を
、

以
上
、

主
と
し
て
、
従
来
の

二
章
に
わ
た
っ
て
、

正
犯
・
共
犯
論
の
発
展
に
即
応
し
な
が
ら
検
討
し
た
。

そ
の
結
果
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
帰
結
に
達
し
得
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

当
該
行
為
が
、
結
果
に
対
し
因
果
関
係
|
!
条
件
関
係
、
原
因
関
係
、
相
当
因
果
関
係
l

A

に
あ
る
、
と
い
う
点
を
指
摘
し
た
だ
け
で
、

正
犯
従
っ
て
ま
た
過
失
同
時
正
犯
が
肯
定
せ
ら
れ
る
、
と
考
え
る
態
度
は
妥
当
で
な
い
。
刑
法
上
重
要
な
行
為
の
型
を
要
素
と
し
て
定
立

せ
ら
れ
た
構
成
要
件
の
解
釈
論
を
展
開
し

い
か
な
る
行
為
を
正
犯
従
っ
て
ま
た
過
失
同
時
正
犯
と
み
る
べ
き
か
、

と
い
う
点
に
問
題
を

移
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

と
こ
ろ
が

限
縮
的
正
犯
論
と
拡
張
的
正
犯
論
と
が
対
立
す
る
。

容
易
に
過

拡
張
的
正
犯
論
は

乙
こ
で

失
同
時
犯
の
正
犯
性
を
論
証
し
得
る
が
、
拡
張
的
正
犯
論
自
身
の
基
礎
に
肯
定
で
き
な
い
点
が
あ
る
。
過
失
犯
の
領
域
で
は
、
拡
張
的
正

犯
論
と
結
論
を
同
じ
く
す
る
i
l
さ
ら
に
は
、
思
想
的
基
礎
に
も
共
通
の
も
の
が
あ
る
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
I
l
-
-
目
的
的
行
為
論
の

二
元
的
正
犯
論
に
も
疑
問
が
あ
る
。

一
方
、
限
縮
的
正
犯
論
も
、
構
成
要
件
を
実
現
す
る
行
為
(
実
行
行
為
)
の
実
質
的
基
準
い
か
ん
、

と
い
う
点
で
、
充
分
な
答
を
だ
し
て
い
な
い
Q

従
っ
て
、

過
失
同
時
犯
の
正
犯
性
を
判
定
す
る
契
機
も
明
確
で
な
い
、

と
い
わ
な
け
れ
ば

、
よ
芦
フ
よ
、
。

J
J
f
v
V
4
t
p
v
 

右
の
よ
う
な
帰
結
か
ら
、

、.、.、.

わ
れ
わ
れ
の
出
発
点
だ
け
は
示
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
限
紡
的
正
犯
論
の
基
礎
の
下
で
、

過
失
同
時
犯
の
正
犯
性
を
考
察
す
る
こ
と
が
妥
当
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
王
、

十
ハ
ふ

μ

か
く
い
う
た
め
に
は
、
実
は
、

も
う
一
つ
の
問
題
を
解
決
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
Q

第
二
章
第
二
節
に
お
い

て
述
べ
た
よ
う
に
、
白
子
犯
は
、
構
成
要
件
の
拡
張
的
解
釈
の
さ
さ
や
か
な
例
外
で
あ
り
、
構
成
要
件
の
限
柿
的
解
釈
の
方
が
、
木
米
、
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構
成
要
件
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
ら
れ
る
未
遂
・
共
犯
を
も
犯
罪
と
し
て
構
成
す
る
と
い
う
大
き
な
例
外
を
許
容
し
て
い
る
で
は
な
い

か
、
と
い
う
批
判
が
あ
っ
た
。

こ
乙
で
解
決
さ
れ
る
べ
き
問
題
と
い
う
の
は
、

乙
の
批
判
に
対
し
、

い
か
に
答
え
る
か
と
い
う
問
題
で
あ

る
Q 

た
し
か
に
、
限
縮
的
正
犯
論
は
、
例
外
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
じ
よ
う
に
例
外
を
認
め
る
な
ら
ば
、

な
る
べ
く
そ
の
例
外
が

す
く
な
く
て
す
む
よ
う
な
聞
論
を
と
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
は
当
然
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
構
成
要
件
の
拡
張
的
解
釈
↓
拡
張
的
正
犯
論

を
と
る
こ
と
が
妥
当
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
否
と
答
え
た
い
。

つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
る
か
ら
で
あ
る
Q

自
手
犯
を
構
成
要
件
の
拡
張
的
解
釈
の
例
外
と
み
る
こ
と
の
最
大
の
根
拠
は

白
手
犯
に
関
し
て
だ
け

法
益
保
護
の
思
想
に
よ
る

「
結
果
の
無
価
値
」
と
い
う
契
機
が
後
退
し
、
「
行
為
の
無
価
値
」
を
強
調
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
み
る
点
に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

、.、.、.

る
Q

と
こ
ろ
が
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
「
行
為
の
無
価
値
」
を
認
め
る
こ
と
は
、
今
や
す
べ
て
の
犯
罪
に
敷
前
せ
ら
れ
て
い
る
u

と
い
う

こ
と
は
、
す
べ
て
の
構
成
要
件
が
限
縮
的
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
可
能
性
を
示
し
て
い
る
Q

し
か
も
、

こ
の
可
能
性
は

積
極
的
な
見
地
に
お
い
て
も
、
肯
定
さ
れ
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
行
為
の
無
価
値
」
は
違
法
な
行
為
の
本
質
的
要
素
で
あ
り
、
違
法
な

過失同時犯の正犯性(四)・(完)

行
為
は
強
弱
を
許
す
も
の
で
あ
る
以
上
、
「
行
為
の
無
価
値
」
に
も
ま
た
強
弱
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、

乙
の
強
弱
は
、
す
で
に
存

在
し
て
い
た
構
成
要
件
的
行
為
の
差
異
r

i

本
来
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
と
修
正
さ
れ
た
椛
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
ー
に
対

応
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
か
ら
で
あ
る
。

限
縮
的
正
犯
論
に
対
し
て
提
起
せ
ら
れ
た
右
の
批
判
に
対
し
、

か
く
答
え
る
乙
と
に
よ
り
、

わ
れ
わ
れ
の
出
発
点
は
よ
り
確
か
に
な
っ

た
、
と
い
え
る
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
正
犯
概
念
に
か
ぎ
ら
ず

一
般
刑
法
上
の
諸
概
念
は
、
特
別
刑
法
、
労
働
刑
法
、
行
政
刑
法
の
諸
概
念

よ
り
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説

を
理
解
す
る
際
の
基
準
と
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
と
こ
ろ
が
、

わ
れ
わ
れ
が
問
題
に
し
て
い
る
正
犯
概
念
に
つ
い
て
い
え
ば
、
労

働
基
準
法
三
二
条
二
項
、
船
員
法
一
三
五
条
二
項
は
、
特
に
、
教
唆
者
を
も
「
行
為
者
」
(
正
犯
)
と
す
る
、
と
規
定
し
、
同
家
公
務
員

ヨA
n岡

法
一
一
一
条
、

地
方
公
務
員
法
六
二
条
は
、
特
に
、
封
市
助
者
を
「
各
本
条
の
刑
に
処
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、

、.、.、，、.、，、，、.

か
か
る
法
条
以
外
の
通
常
の
構
成
要
件
は
正
犯
行
為
に
よ
っ
て
の
み
充
た
さ
れ
る
乙
と
を
予
定
し
て

ら
の
法
律
の
刑
罰
法
規
に
お
け
る
、

い
る
、

と
の
理
解
を
強
い
る
。
し
か
り
と
す
れ
ば
、

こ
れ
と
全
く
同
様
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
論
理
的
要
請
は
な
い
と
し
て

も

一
般
刑
法
の
構
成
要
件
、

乙
れ
を
限
縮
的
に
解
釈
す
る
の
が
よ
り
妥
当
で
あ
る
、
と
称
す
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い

正
犯
の
概
念
は
、

か
山
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
、
小
野
博
士
が
、
ベ

l
リ
ン
グ
、

M
・E
-
マ
イ
ア

l
の
思
索
を
発
良
さ
せ
、
刑
法
四
一
二
条
、
六
O
条
六
ご
条
に
よ
っ
て
「
修

正
せ
ら
れ
た
構
成
要
件
」
に
該
当
す
る
行
為
を
観
念
せ
ら
れ
た
態
度
を
継
受
す
べ
‘
き
で
あ
ろ
う
1

1

小
野
・
犯
罪
構
成
要
件
の
理
論
二
一
頁
、
一

O
八
l

九
頁
、
一
九
五
頁
以
下
、
ご
四
八
1

ご
五

O
頁
、
ご
五
一
頁
以
下
。
な
お
、
団
藤
・
綱
要
ご
八
九
頁
註
(
一
六
三

山
本
文
の
よ
う
な
飽
解
は
、
故
意
犯
に
関
し
て
は
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ヱ
ル
も
本
却
附
し
て
い
る
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
か
な
ら
ば
、
ヴ
R

ル
ツ
ー

、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
，
、
.
、
.
、
，
、
.

ル
に
お
い
て
、
正
犯
論
は
、
行
為
者
の
違
法
な
行
為
守
2
8
E一2
Cロ
E
n
Z
)
の
中
核
を
解
明
す
る
課
題
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
1

1
戸

当
喜
四
「
∞
〉
・
∞

-HR-w
品∞

-gwg-

わ
れ
わ
れ
は
、
重
過
失
と
軽
過
失
の
差
異
を
も
、
本
文
の
よ
う
な
意
味
で
理
解
す
る
の
が
、
最
も
妥
当
で
あ
る
、
と
思
う
。
前
出
六
八
頁
註
間
参
照
ω

聞
大
塚
・
特
別
刑
法
1
法
律
学
全
集
一
一

l
l
一
四
頁
、
在
子
・
労
働
刑
法

1
法
律
学
会
集
八
七
頁
以
下
、
福
田
・
行
政
刑
法
1
法
律
学
全
集
八
六
一
氏
以
下
。

〉
E
n
y
〈

m
-
-
H
F
F白ロ
m
p
Y向
D
L
m
吋
ロ
巾
円
吋
同
席
ユ
)
巾
悶
ユ

Rw
∞・
N
∞・

四

そ
れ
で
は

限
結
的
正
犯
論
の
見
地
に
お
い
て
は

過
失
同
時
犯
の
正
犯
性
は
い
か
な
る
実
目
的
基
準
の
下
に
梢
成
さ
れ
る
べ
き

、.、.‘，‘，、.、
.. 

、.、.

過
失
犯
の
実
行
行
為
(
構
成
要
件
を
実
現
す
る
行
為
)

で
あ
ろ
う
か
。

一
般
的
に
使
用
せ
ら
れ
て
い
る
用
語
に
従
っ
て

こ
の
問
題
は

乙

れ

北法 11(4・74)476 



、.、，、.、.、.、.

の
内
容
い
か
ん
と
い
う
問
題
に
い
い
換
え
ら
れ
て
よ
い
Q

さ
て
、
「
実
行
行
為
」
の
内
容
い
か
ん
と
い
う
問
題
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
従
来
、
主
と
し
て
故
意
犯
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

て

一
般
的
な
基
準
の
下
に
一
義
的
な
内
容
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
確
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
か
、
個
々
の
杭
成
要
件
の
具
体

と
さ
れ
る

K
至
っ
て
い
る
Q

し
か
し
、
大
塚
教
授
が
指
摘
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
す
べ

的
解
釈
に
考
察
の
主
眼
を
移
す
べ
き
で
は
な
い
か
、

て
を
各
論
の
個
別
的
問
題
に
ゆ
だ
ね
て
、

ま
っ
た
く
の
一
般
的
理
論
性
を
否
定
す
る
乙
と
は
正
し
く
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
具
体
的
な
各

則
の
規
定
の
解
釈
に
沈
潜
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
応
ら
た
め
で
よ
り
具
体
的
見
地
か
ら
の
解
釈
規
準

l
そ
れ
は
当
然
複
数
に
わ
た
る
で

あ
ろ
う
ー
を
も
と
め
る
こ
と
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
」
。
過
失
犯
の
実
行
行
為
に
関
し
て
も
、
こ
れ
と
同
じ
様
な
問
題
が
潜
ん
で
い
る
と

い
え
よ
う
。
殊
に
、
「
過
失
犯
の
実
行
行
為
」
と
い
う
よ
う
な
乙
と
は
、
従
来
、
殆
ど
議
論
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

〔

4JV

は
ま
す
ま
す
容
易
で
は
な
い
ζ

と
に
な
る
。
し
か
し
、
わ
た
く
し
は
、
も
と
よ
り
一
試
論
の
域
を
脱
し
得
な
い
と
思
う
が
、

つ
ぎ
の
よ
う

に
考
え
た
い
。

五

、、、、、、

わ
れ
わ
れ
の
進
む
べ
き
方
向
を
あ
き
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず

こ
れ
ま
で
の
考
察
の
上
に
た
っ
て
、

過失同時犯の正犯性(四)・(完)

第
一

κ、
不
注
意
な
目
的
的
行
為
そ
の
も
の

K
着
目
す
べ
き
で
あ
る
。
介
入
す
る
か
も
知
れ
な
い
第
三
者
・
自
然
カ
は
、

こ
乙
で
は
考

こ
こ
で
「
行
為
そ
の
も
の
」
と
い
う
の
は
、

、.、.、.、.、.、.

け
を
抽
出
し
、
乙
れ
を
指
称
す
る
も
の
で
な
い
乙
と
は
当
然
で
あ
る
@
具
体
的
な
状
況
を
反
映
し
た
、
意
味
に
充
ち
た
行
為
を
意
味
す
る
。

、.、，、.、.‘，、.、.‘.

そ
の
日
一
ハ
体
的
状
況
の
も
つ
危
険
性
と
、

察
の
対
象
か
ら
除
か
れ
る
Q

尤
も
、

足
を
動
か
す
と
か
手
を
振
る
と
か
い
う
身
体
的
動
作
だ

具
体
的
状
況
の
下
に
お
か
れ
た
行
為
の
実
行
行
為
性
を
考
え
る
場
合
に
は

そ
の
行

為、
の、第
も、二
つ、 lζ
危、
険、
性、
と
を
綜、
合、

し
て

当
該
構
成
要
件
を
実
現
す
る
に
た
る
程
危
険
で
あ
る
か
ど
う
か
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

な
理
解
は
、
す
で
に
、
目
的
的
行
為
論
ず

の
出
発
点
だ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
」

そ
し

問
題

「
こ
の

/
ト
J

仇
久
ノ

北法 11(4・75)477 



説

も
と
よ
り
、
「
危
険
性
」
と
い
う
概
念
は
、
程
度
の
強
弱
を
許
す
も
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
ぺ

1
p
シ
グ
の
「
生

し
か
し
な
が
ら
、

活
用
語
例
」
、
小
野
博
士
の
「
国
民
的
道
義
観
念
」
、
ラ
シ
グ
の
「
相
当
の
思
想
」
を
根
祇
に
据
え
な
が
ら
、
当
該
構
成
要
件
の
予
定
す
る

論

型
的
危
険
性

t

そ
れ
は
佃
々
の
構
成
要
件
に
よ
っ
て
相
違
す
る
で
あ
ろ
う
1

4

に
包
摂
さ
れ
る
の
は
、

い
か
な
る
危
険
な
行
為
で
あ
ろ

本
来
、
確
定
的
な
内
容
を
も
た
ぬ
幅
の
あ
る
概
念
だ
と
し
て
も
、

を
実
行
行
為
認
定
の
尺
度
と
す
る
こ
と
は
、
右
の
よ
う
な
意
味
で
血
同
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

う
か
、

を
検
討
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
Q

危
険
性
概
念
が
、

凶
木
村
教
授
は
、
実
行
行
為
を
構
成
要
件
実
現
の
行
為
に
同
霞
す
る
こ
と
を
否
定
せ
ら
れ
る
。
実
行
行
為
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
は
、
予
備
の
段
階
に

、.、.

あ
る
正
犯
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
せ
ら
れ
る
1

i
木
村
・
総
論
一
二
八
五
頁
。

凶
大
塚
・
間
接
正
犯
の
研
究
二
一
九
頁
参
照
。

聞
大
塚
・
前
掲
書
二
二
四
頁
註
(
一
二

O
〉。

凶

平

野

・

3

ュ
リ
ス
ト
一
九
五
号
六
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
昭
和
三
一
十
四
年
一

O
月
の
日
本
刑
法
学
会
に
お
け
る
同
教
授
の
発
言

l
i刑
法
雑
誌
一

O
巻

一
一
号
一
四
九
1

五

O
頁
ー
ー
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

旧
小
野
・
新
訂
刑
法
講
義
・
総
論
一

O
O頁
、
一
九

O

九
一
頁
、
小
野
・
構
成
要
件
の
理
論
八
四
頁
以
下
、
九
九
頁
以
下
。
な
お
、
木
村
・
前
掲
諒
一
一

o
o
l
一
一
良
、
一
一
一
四
二

i
三
頁
、
一
二
四
三
頁
以
下
、
団
藤
・
綱
要
七
九
頁
、
一
一
四

I
五
頁
、
一
一
八

i
九
頁
参
照
。

危
険
性
の
強
弱
に
よ
り
正
犯
と
共
犯
の
区
別
を
導
乙
う
と
す
る
読
み
と
し
て
は
、
特
に
、
司
・
司
R
Z
P
回

2
E
F
E
B
〈

Rσ
同
町
円
『

g
w
ω
・
ω戸
町
凶
切

出

hy
罰

A
F
R
-
w
∞
H
時
間

J

∞
寸
時
J
m
v
m出
向
.
同
]
戸
品
問
-
w
N
。
印
同
・
山
戸
、
・

ωω
口
。
♂
〉
口
問
・

ω可
同
町
村
。
口

r
z
r
r
=
r
ω
.
∞九日

R
W
N
(
)
印
民
・

....... 
J、
か
よ
う
な
方
向
づ
け
の
下
で
は
、
過
失
犯
の
実
行
行
為
は

つ
ぎ
の
よ
う
な
形
を
と
っ
て
現
わ
れ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
Q

過
失
的

共
働
現
象
に
お
け
る
個
々
の
場
合
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。

、.、.、，、.、.

具
体
的
状
況
の
下
の
行
為
の
自
然
的
性
質
が
、
す
で
に
、
構
成
要
件
の
実
現
に
相
当
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
得
る
程
危
険
で
あ
る
場

(ー)
ム
ロ
(
行
為
の
自
然
的
性
質
そ
れ
自
体
が
構
成
要
件
的
危
険
性
を
肯
定
さ
れ
る
場
合
)

4

乙
れ

北法 11(4・7fi)47R 



【
例
七
】

の
花
火
を
爆
発
さ
せ
た
A

、.、.、，、.、.、，、.、.、，、.

水
の
代
り
に
石
油
を
か
け
て
し
ま
っ
た

B
、
【
例
五
】

の
無
謀
操
縦
者

【
例
ニ
】

、.‘.、.、.、
.
F

の
火
を
失
し
た
A

と
な
し
て
い
た
点
、
興
て

味
深
い
も
の
が
あ
る
」

、、、
射
し
た

B
、

ヘナ
l
ク
ヲ

1

が
、
こ
れ
を
目
し
て
、
そ
れ
自

/
身
で
構
成
要
件
を
実
現
す
る
に
た
る
行
為

A

2

)

、、、、、、

(山旭日壮一人臥↑抑制官

ι刊以一日間雄一九ー誠一
uvv浩
一
一
は
一
一
山
れ
)
、
【
例
八
】
の
ピ
ス
ト
ル
を
発

、
.
、
.
、
.
、
，
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.

の
ヌ
ペ
ル
カ
イ
シ
を
誤
っ
て
注
射
し
た

D
、
【
例
一

O
】
の
マ
ッ
チ
を
借
り
て
山
火
事
を
発
生
さ
せ
た
B

K
は、

円

三

}

で
あ
り
、
「
生
活
用
語
例
」
に
反
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

【
例
九
】

の
意
味
で
の
実
行
行
為
を
認
め
て
「
相
当
」

「
狭
義
の
原
因
」
、
ナ

1
ク
ラ
I
の

M
・E
-
マ
イ
ア
l
の

分
参
考
に
値
す
る
と
い
っ
て
よ
い
。

エ
ク
ス
ナ
ー
が

為
の
共
働
な
し
に
も
結
果
を
発
生
さ
せ
得
る
よ
う
な
場
合
と
、
他
人
の
過
失
行
為
の
共
働
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
結
果
に
至
り
得
る
よ
う
な

場
合
と
を
区
別
し
、

ピ
ル
ク
マ
イ
ア
1
の
一寸

最
有
力
条
件
hLこ

「
決
定
的
条
件
」
も

乙
の
段
階
で
の
実
行
行
為
を
問
題
に
す
る
限
り
で
は
、
充

論
文
「
句
白
ゲ
ユ
川
富
山

m
g
N
C
E
s
s
g三
円
宮
口
」

に
お
い
て

他
人
の
過
失
的
行

て
よ
い
。

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
過
失
の
正
犯
性
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
点
も
、
正
当
な
意
識
に
で
た
も
の
と
し
て
評
価
し

尤
も
、

右
の
例

κお
い
て
も
、
相
当
因
果
関
係
に
欠
け
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
実
際
に
は
、
過
失
犯
の
正
犯
と
し
て
1
1
;
未
遂
犯
と
し

の
A
が
そ
れ
で
あ
る

過失同時犯の正犯性(凹)・(完)

て
も
l

l
処
罰
せ
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
得
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。

【
例
七
】

ヘ
わ
れ
わ
れ
は
、
第
一
章
第
四
節
に

F

お
い
て
、
本
例
の
A

には
X
の死

に
対
す
る
相
当
因
果
関
係
が
な
い
と
結
論
し
た
が
、
過
失
同
時
E
犯
性
も
否
定
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
は
、
留
す

保
し
て
お
い
た
。
そ
の
解
決
は
、
究
極
に
は
、
右
に
述
べ
た
点
を
ぬ
き
に
し
て
は
得
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
」

、.、，‘.、.、.、.

こ
れ
に
反
し
て
、
【
例
五
】
の
無
謀
運
転
の
車
に
同
乗
し
て
い
た
主
人
、

、.、.、.、.、.、.、.

イ
シ
液
を
不
注
意
に
扱
っ
た
A

・
B
-
C

【
例
一

O
】

あ
ろ
う
百
例
入
】
の
A

に
つ
い
て
、
ナ

1
2フ
l

、バ
l

w
が
原
因
性
づ

戸
を
否
定
し
て
い
た
の
は
、
こ
の
意
味
で
は
、
理
解
が
で
き
る
」

示
唆
的
で
あ
ろ
う
。

と
な
っ
た
の
は

、
、
、
、
、
、
、
、

の
ピ
ス
ト
ル
を
預
け
た

A

の
ヌ
ペ
ル
カ

【
例
九
】

【
例
八
】

、，、.、.、.、.、.、.

の
マ
ヅ
チ
を
貸
し
た
A
に
は

【
例
一

O
】

乙
の
意
味
で
の
実
行
行
為
は
肯
定
さ
れ
な
い
で

、.、.

の
A
が
、
過
失
犯
に
対
す
る
封
市
助
は
可
能
か
、

と
い
う
形
で
問
題

北法 11(4・77)479 



説

(=) 

、.、.、，、.、.、.

行
為
の
自
然
的
性
質
か
ヨ
り
す
れ
ば
、
構
成
要
件
を
実
現
す
る
に
た
る
程
危
険
で
な
い
行
為
が
、
状
況
の
危
険
性
に
カ
バ
ー
さ
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
実
行
行
為
と
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
(
行
為
の
危
険
性
を
状
況
の
危
険
性
が
カ
バ
ー
し
て
、
構
成
要
件
的
危
険

“A a岡

性
を
肯
定
さ
せ
る
場
合
γ
|
[

わ
れ
わ
れ
は
、
序
章
に
お
い
て
、
社
会
現
象
と
し
て
み
た
場
合
の
過
失
犯
罪
が
、
分
業
・
共
働
の
結
果
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
点

を
指
摘
し
た
Q

と
こ
ろ
が
、
分
業
・
共
働
の
も
た
ら
し
た
過
失
的
結
果
の
多
く
は
、
個
々
の
共
働
者
の
、

そ
れ
自
体
は
構
成
要
件
の
実
現

に
た
る
程
危
険
で
な
い
不
注
意
な
行
為
の
競
合
・
累
積
に
よ
る
も
の
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
Q

従
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
が
、

今
こ
ζ

で
と
り
あ
げ
る
実
行
行
為
は
、
現
在
で
は
、
む
し
ろ
過
失
犯
の
実
行
行
為
の
原
則
型
と
な
っ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
も
拘
わ
ら
ず
、
個
々
の
行
為
そ
れ
自
体
の
性
質
は
、
構
成
要
件
の
実
現
に
た
る
も
の
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
故
に
、

状
況
の
危
険
性
を
適
確
に
把
握
し
て

そ
の
状
況
下
の
行
為
の
構
成
要
件
的
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
肝
要
と
な
る
。

状
況
の
危
険
性
を
考
慮
す
る
場
合
に
は
、
①
、
そ
れ
が
、
本
人
の
行
為
に
よ
っ
て
生
成
せ
ら
れ
た
場
合
と
、
②
、
他
の
共
働
者
の
行
為
に

よ
っ
て
生
成
せ
ら
れ
た
場
合
と
に
わ
け
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
①
の
場
合
は
、
@
、
本
人
が
そ
の
危
険
状
態
の
下
で
、

る
行
為
に
で
る
場
合
と
、
@
、
他
の
共
働
者
に
そ
の
危
険
状
態
を
委
ね
る
場
合
と
が
考
え
ら
れ
る
。
②
の
場
合
に
あ
っ
て
も
、
@
、
本
人

が
そ
の
危
険
状
態
を
引
受
け
る
場
合
と
、
@
、
他
人
が
そ
の
危
険
状
態
を
引
受
け
る
場
合
と
が
考
え
ら
れ
る
Q

し
か
し
、
①
の
@
、
②
の

⑮
は
、

ヘ
①
の
③
に
お
い
て
は
、
実
行
行
為
を
認
め
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
け
だ
し
、
単
独
犯
の
場
合
に
は
、
実
行
行
為
は
、
特
に
検
討
さ
れ
る
ま
で

戸
も
な
く
肯
定
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
。
ま
た
、
他
人
の
行
為
を
他
人
が
引
受
け
る
場
合
も
、
通
常
は
、
本
人
の
問
題
と
は
な
ら
な
い
か

さ
し
て
問
題
で
は
な
い

ら
、
特
に
問
題
と
し
な
く
て
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、
自
然
現
象
に
よ
っ
て
生
成
し
ず

た
危
険
状
態
を
本
人
が
引
受
け
る
場
合
は
、
①
の
@
と
同
列
に
論
じ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」

特
に
問
題
に
な
る
の
は
、

①
の
@
と
②
の
@
で
あ
る
Q

従
っ
て
、

他
人
の
良
識
あ
る
l
l
i客
観
的
な
注
怠
義
務
に
適
っ
た
?
ー
行
為
を
信
頼
し
て
生
活
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一

ハ
日
J》

方
、
他
人
が
そ
の
義
務
を
怠
る
場
合
も
決
し
て
す
く
な
く
な
い
と
い
う
こ
と
を
も
予
定
し
て
生
活
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

さ
て
、

わ
れ
わ
れ
は
、

こ
こ
で
は
、

北法 11(4・78)480 
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A
U
U
V

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
.

エ
ク
ス
ナ

1
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
い
か
な
る
事
情
の
下
で
、
他
人
の
義
務
履
行
を
信
頼
す
る
乙
と
が
義
務
違
反
と
な
る
か
」
と

い
う
問
題
が

ヘ
わ
れ
わ
れ
は
、
エ
ク
ス
ナ
l
の
「
義
務
違
反
」
を
そ
の
ま

戸
ま
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
い
。
構
成
要
件
的
に
意
味
あ
る
、

行
為
の
構
成
要
件
該
当
性
の
問
題
と
な
っ
て
、

札
W
H
札ト一時間間一
mp
一
同
骨
粗
一
伐
叫
一
盟
野
町
山
下
一
一
一
山
一
時
一
時
…
K
M
Jゆ
)

Q

要
は
、
本
人
が
生
成
し
て
他
人
に
委
ね
た
危
険
状
況
の
形
質
は
い
か
な
る
も
の
か
、

委

ね

ら

れ

た

他

人

は

誰

か

と

い

う

点

懇

話

書

長

控

訴

訟

語

学

h

注
d
強
制
繋
話
つ
い
山
正
予
去
詰

あ
る
い
は
、
他
人
が
生
成
せ
し
め
た
危
険
状
況
の
形
質
、
そ
の
他
人
の
立
場
元
凶
肋
輸
業
)
、
乙
れ
を
引
受
け
た

A
U
H
V
 

問
題
解
決
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

M
・E
-
マ
イ
ア
ー
が
、

前
田
に
で
て
く
る
で
あ
ろ
う

た
他
人
の
年
齢
・
職
業
・
経
験
J

、

等
は
考
慮
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」

し
て
い
た
場
合
、

ノ、

ノレ5を
が充
分
考
慮
し
て

こ
の
よ
う
な
角
度
か
ら
再
構
成
さ
れ
る
契
機
を

本
人
の
立
場
い
か
ん
、

潜
在
的
起
因
関
係
あ
り
と

因
果
関
係
の
中
断
し
な
い
場
合
と
し
て
掲
げ
た
諸
例
は
、

も
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
Q

そ
こ
で
、
本
稿
が
扱
っ
た
例
に
つ
い
て
い
え
ば
、
【
例
三
】
の

A
・B
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
お
か
れ
て
い
た
特
殊
な
危
険
な
立
場
(
詩
翻
峨
)

、.、.、.、.、.、.、.、.、.、，、.

故
を
も
っ
て
、
単
に
ド
ア
を
聞
け
た
ま
ま
に
し
た
に
と
ど
ま
る
行
為
に
つ
い
て
も
、
過
失
致
死
罪
の
実
行
行
為
性
を
附
与
せ
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
Q

門
例
一
】

の
A
・
B
、
【
例
四
】

の
A
.
・
B
、
【
例
一

O
】の

A
も
、
具
体
的
状
況
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、

過失同時犯の正犯性(四)・(完)

ぞ
れ
過
失
致
死
傷
罪
・
失
火
罪
の
実
行
行
為
を
な
し
た
も
の
と
判
断
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
ω

乙
こ
で
も
、
過
失
致
死
罪
の
実
行
行
為
を
な
し
た
も
の
と
は
さ
れ
得
な
い
で
あ

オ
l
グ
ァ
ー
に
、
弾
丸
が
入
っ
た
ピ
ス
ト
ル
を
入
れ
た
ま
ま
、
劇
場
の
携
帯
口
問
預
所

K
預
け
た
行
為
、
プ
ド
ヲ
糖
液
と
混
同
さ
れ
易

、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
，
、
曹
、
，
、
.
、
.
、
.
、
.
、
..
 

‘.、.、.

い
状
態
で
ヌ
ペ
ル
カ
イ
シ
液
を
作
製
・
製
剤
L

互
に
放
置
し
た
行
為
は
、
未
だ
、
構
成
要
件
の
実
現
に
接
近
し
た
危
険
性
を
生
成
せ
し
め
た

も
の
と
は
い
え
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
危
険
性
を
引
受
け
る
他
人
(
糊
開
請
一
世
間
事
)
に
対
し
て
も
・
自
己
の
行
為
の
ん

r
p
pを
直
に

、，、.、.

現
実
化
す
る
よ
う
な
契
機
を
与
え
て
は
い
な
い
、
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
過
失
的
共
犯
と
し
て
問
題
と
な
る
べ
き
で
あ
ろ
う
ο

【
例
八
】
の
A

【
例
九
】
の
A
は

乙
れ
に
反
し
て

ろ
う
。

こ
の
忠
忠

そ
れ

北法 11(4・79)481 



説

味
で
も
、
ナ

1
ク
ラ

1
、
パ
ー
ル
が
、
【
例
八
】
の
A
に、

ぅ
。
ま
た
、

M
・E
-
マ
イ
ア
l
、
パ
ー
ル
が
、
銃
の
掃
除
を
命
じ
た
場
合
等
に
お
い
て
、
弾
丸
が
入
っ
て
い
る
乙
と
を
告
知
し
た
場
合
と

結
果
に
対
す
る
原
因
性
を
認
め
な
か
っ
た
点
は

不
当
で
は
な
か
っ
た
と
思

百命

と告
い知
つし
てな
よか
いaつ
O~ tこ
場
A 
日

と
を
区
別
し
て

7こ
占

も

危
険
性
の
現
実
化
の
程
度
に
差
兵
が
あ
る
と
い
う
な
味
で
、
納
得
の
ゆ
く
考
え
方
だ

為
性
が
な
い
、

弾
丸
の
入
っ
た
銃
を
預
け
た
り
放
置
し
て
お
く
行
為
が
、
常
に
、
発
砲
に
よ
る
人
の
死
に
対
し
実
行
行

、
、
、
、
.
、
、
.
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
い
う
の
で
は
な
い
。
自
由
に
出
入
す
る
児
童
の
あ
る
乙
と
を
熟
知
し
な
が
ら
、
小
学
校
の
事
務
室
の
壁
に
銃
を
か
け
て

実
行
行
為
に
昇
格
す
る
可
能
性
が
極
め
て
強
い
と
い
え
よ
う
(
献
酬
吋
畑
一
一
一
一
ト
ト
ト
八
)

Q

【
例
=
一
】
は
、
過
失
同
時
正
犯
と
し
て
構
成
さ
れ
得
、

し
か
し
な
が
ら
、

も
と
よ
り
、

お
く
行
為
等
は
、

以
上
の
検
討
を
通
し
て
、

【
例
ニ
、
【
例
一
一
】
、
【
例
四
〕

と
い
う
結
論
を
導
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
【
例
七
】
に
お
い
て

本
稿
で
扱
っ
た
諸
例
中
、

【
例
一

O
】
も
、
事
情
に
よ
っ
て
は
、

過
失
同
時
正
犯
と
せ
ら
れ
得
る
、

す
で
に
述
べ
た
O

B
の
み
が
実
行
行
為
を
な
し
た
も
の
と
せ
ら
れ
る
結
果
、
過
失
同
時
正
犯
は
成
立
し
得
ず
、
【
例
九
】
で
は
、

c
・D
が
実
行
行
為
を
な
し
た
も
の
と
さ
れ
与
る
乙
と
ζ

な
る
が

(c
・D
に
過
失
同
時
一

ιι認
め
る
こ
と

I
f
f冶
J
J
5
の
実
行
行
為
性
は
、
ヌ
ベ

J
、

ノイ

l

/

カ
イ
ン
を
確
認
し
な
油
ら
こ
れ
を
単
に
内
科
処
置
台
に
放
置
し
た
点
に
認
め
ら
れ
よ
う
¥

過
失
同
時
正
犯
は
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
Q

【
例
六
】
は
、
過
失
共
同
正
犯
と
し
て
理
論
構
成
す
べ
き
で
あ

、.、.

そ
れ
で
は
、
【
例
五
】
の
主
人
は
、

は
、
因
果
関
係
の
問
題
が
入
り
込
ん
で
、

可
罰
的
な
過
失
同
時
正
犯
が
否
定
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
ζ

と
は
、

乙
れ
に

対
し
て
、

門
例
八
】

で
は
、

A
-
B
・C
-
D
に
つ
い
て
は
、

ヲ
h
v

ム」回?っ。

わ
れ
わ
れ
は

次
章
で
改
め
て
問
題
に
し
よ
う
。

い
か
に
扱
わ
れ
る
べ
き
か
。

こ
こ
で

大
工
り
に

つ
ぎ
の
問
題
へ
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(2) (1) 

本
稿

l
北
法
一
一
巻
一
号
六
九
頁
参
照
。

本
稿

l
北
法
一
一
巻
二
号
八
八
頁
、
九
三
一
頁
前
山
参
照
。
〉
ロ
ロ
「
〈
出
一
・
町
・

H
V
2
2
"
F
r
H
]出
2
m
g
Nロ
E
S
S
E
-件。
p
ω
・
印
吋
仏
両
・
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過失同時犯の正犯性(四)・(完)

印

刷
y
p
w
H
件。
P
∞
a
r
-
-
F
N
E
B
〈
q
f
o
n
r
o
p
ω
・
∞
品
開
-
一
司
・
開
何
回
百
円
w
白・白・

0
・
ω・
勾
ω
『・一】

Zωm-Rw
戸
市
一
宮
布
。
円
相
内

0
5
5
2
E♂

ω・
8
『
・
は
、

、.、.、.、.、.

時
間
的
に
後
の
行
為
に
つ
い
て
安
易
に
実
行
行
為
性
を
肯
定
し
て
い
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
傾
向
は
、
パ
ー
ル
に
も
認
め
ら
れ
た
1

1

本
稿

l
北
法
一
一
巻
ご
号
七
八
頁
参
照
。

凶

本

稿

l
北
法
一
一
巻
一
号
五
六
頁
以
下
。

同

本

稿

j
北
法
一
一
巻
一
号
六
三
艮
以
下
。

刷

本

稿

1
北
法
一
一
巻
一
号
六
七
頁
以
下
。

川
匂
・
】
W
M
5
2・
p
p
。・

ω
-
m
g
R
E争
2
・
ω・印
4N
ぬ・

刷

本

稿

1
北
法
一
一
巻
士
号
九
ご

l
一
ニ
頁
参
照
。

【
例
一
】
、
【
例
二
】
の

A
に
、
相
当
因
果
関
係
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
一
応
問
題
で
あ
る
(
聞
は
ま
打
山
江
川
V
J判
和
M
M
一間

J
J耕一講

師
向
諸
諸
民
抗
議
F
J
p
i
~む
F

引い均
1
一
喝
一
語
均
一
琵
帰
)
。
し
か
し
、
わ
七
く
し
は
、
い
ず
れ
に
あ
っ
て
も
、
相
当
因
果
関
係
を
否

定
す
る
ζ

と
は
無
理
で
あ
る
と
思
う
(
時
ト
龍
一
)
。

仰

木

稀

1
北
法
一
一
巻
一
号
七

O
頁
、
一
一
巻
ご
一
号
八
三
頁
参
照
。

側
【
例
一

O
】
に
つ
い
て
、

HN0・
5
・
∞
∞
R-

凶

〈

弘

司

-
H
M
2
5
p
p
m・
o
-
ω
-
N
H
O
芯
お
、
井
上
・
判
例
に
あ
ら
わ
れ
た
過
失
犯
の
理
論
は
、
他
人
の
注
意
深
い
行
為
を
信
頼
し
て
よ
い
、
と
い
う
函

を
強
調
し
す
ぎ
て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
も
、
危
険
分
配
の
法
理
の
意
義
を
認
め
る
に
す
官
か
で
は
な
い
が
。

大
塚
・
過
失
に
よ
る
交
通
事
犯
と
危
険
の
分
配

l
刑
法
雑
誌
一

O
巻
一
一
号
九
一
一
頁
以
下
参
照
。

間
同
り
開
凶
口
市
ア
白
・
出

0
・
ω・
印
吋
叶
・
エ
ク
ス
ナ
ー
は
、
「
許
さ
れ
た
危
険
」
の
場
合
に
は
、
他
人
の
義
務
履
行
を
信
頼
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
、
と
す
る

l
i

明
・
開
凶
ロ
2
・w
F
F
。・

ω・印、刊、吋同・

間

エ

ク

ス

ナ

l
の
ヨ
岡
田

Z-凶器回出
2
N
E
E
B
B
2
5円
roロR
は
、
「
過
失
」
を
、
従
来
の
通
説
に
従
っ
て
、
責
任
形
式
の
一
つ
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
か

ら
、
過
失
的
共
働
現
象
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
前
出
七
七
頁
か
ら
も
肯
定
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
過
失
行
為
の
実
行
行
為
、
違
法
性
、
有

責
性
を
区
別
し
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
要
請
が
、
す
で
に
、
彼
の
論
策
の
う
ち
に
内
在
し
て
い
た
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

凶

本

稿

1
北
法
一
一
糸
二
号
六
一
一
良
以
下
。

岡

本

稿

l
北
法
一
一
巻
ご
号
七
七
頁
。

北法 11(4・81)483 



説

回
コ
行
為
の
危
険
性
の
現
実
化
L

に
関
し
て
は
、

-
北
法
一
一
巻
二
号
一
一
四
頁
註
剛
参
照
。

間
前
出
七
七
頁
参
照
。

間

本

稿

l
北
法
一
一
巻
一
一
号
七
八
頁
、
一
一
巻
三
号
一

O
三
頁
以
下
参
照
。

岡

本

橋

1
北
法
一
一
巻
一
号
五
一
頁
註
叫
、
一
一
巻
ご
号
一

O
一
頁
註
回
参
照
。

、、

側
こ
こ
で
は
じ
め
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
列
。
・
J
1

・
ω・
8
N
R
・
の
結
論
に
賛
成
す
る
乙
と
が
で
き
る
。

間
【
例
一

O
】
に
つ
い
て
、

mc・
5wω
・∞
R
Z
S
が
、
「
数
人
が
、
相
互
に
、
意
に
反
し
て
発
坐
し
た
結
果
に
関
し
、
過
失
正
犯
と
レ
て
罰
せ
ら
れ
る
こ

と
が
あ
る
と
い
う
乙
と
は
、
法
に
よ
り
否
定
さ
れ
て
い
な
ど
と
い
う
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
る
(
目
別
[
齢
制
か
い
い
肘
引
俳
加
川
い
に
K
M
Hり
惜
叩
醐
献
同
期

行
行
為
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
マ
ッ
チ
を
貸
し
た
A
f

の
意
思
が
故
意
か
過
失
か
、
あ
き
ら
か
で
は
な
い
、
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
あ
る
」

間
従
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
問
。
・

2wω
・
2
R・
に
反
対
し
な
け
れ
ば
ぼ
ら
な
い
。

凶
結
論
と
し
て
は
、
第
一
審
判
決
に
近
い
(
崎
4
4
4
2
K
明
。
)
。
し
か
し
、

A
・
B
に
因
果
関
係
を
否
定
し
た
判
旨
に
賛
成
し
て
い
る
の
で
汚
い
点
は
、

あ
き
ら
か
で
あ
る
。
本
稿

l
北
法
一
一
巻
ご
号
九
七
頁
以
下
参
照
。
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穴
・
開
口
問
即

ω円
rw
関
白

5mw一戸
片
山
f

H

ロ
ω
σ
2・
ω・
白
H
『
同

J

由
叶
問

-w

∞。
に
多
く
の
示
唆
を
受
け
た
。

な
お
本
稿

論

七

右
に
眺
め
た
よ
う
に
、

そ
れ
自
体
と
し
て
は
構
成
要
件
を
実
現
す
る
程
危
険
で
は
な
い
が
、
具
体
的
な
状
況
の
危
険
性
に
よ
っ
て

実
行
行
為
性
を
獲
得
す
る
場
合
と
い
う
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
個
別
的
・
具
体
的
な
判
断
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
か
よ
う
な
行
為
を
定
型
化
す
る
こ
と
は
、
平
野
教
授
が
指
摘
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
緩
め
て
む
ず
か
し
い
の
で
あ
る
。
だ
が
し
か

‘
.
、
.
、
.
、
.

し
、
類
担
化
せ
ら
れ
た
行
為
者
の
地
位
・
立
場
に
着
目
す
る
こ
と
か
ら
、
か
よ
う
な
角
度
で
の
定
型
的
な
危
険
な
行
為
と
い
う
概
念
を
導

乙
乙
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
監
督
者
・
最
高
責
任
者
と
い
っ
た
地
位
を
考
え
た
い
。
そ
し
て
、

、
.
、
.
、
.
、
.
、
.

と
い
う
こ
と
を
予
定
し
て
構
成
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
地
位
に
あ
る
者
の
不
注
意
な

と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

く
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
、
と
思
わ
れ
る
。

状
況
の
危
険
性
の
発
生
す
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
、

行
為
に
お
い
て
は
、
定
型
的
な
実
行
行
為
が
肯
定
せ
ら
れ
る
場
合
も
、
当
然
多
か
る
べ
き
で
あ
る
、

てコ



ぎ
の
例
を
考
察
す
る
ζ

と
が
有
益
で
あ
ろ
う
。

【
例
一
一
】

国
鉄
U
線
信
号
保
安
係
A
は、

昭
和
二
八
年
七
月
二
四
日
、

S
駅
構
内
五
一
ポ
イ
シ
ト
の
標
識
板
取
替
作
業
を
行
な
っ
た

が
、
誤
っ
て
、
夜
間
用
の
標
識
板
を
汽
車
の
線
路
の
開
通
方
向
と
反
対
に
し
た
ま
ま
作
業
を
終
え
た
。

一
方
、
同
日
夜
、
下
り
列
車
発
車

に
際
し
、

S
叡
転
轍
手
B
は
、
襟
識
板
を
確
か
め
た
が
、
実
際
は
、
上
り
線
が
開
通
で
下
り
線
は
不
開
通
で
あ
る
の
に
、

A
の
不
注
意
か

ら
、
下
り
線
が
開
通
に
な
っ
て
い
る
の
を
知
り
、
誰
か
が
自
分
に
代
っ
て
転
轍
し
て
く
れ
た
も
の
と
信
じ
た
ま
ま
、

レ
ー
ル
の
尖
端
の
密

差
状
態
を
確
認
せ
ず
に
い
た
。
さ
ら
に
、
駅
長
代
理
C
は
、
標
識
板
が
下
り
線
開
通
で
あ
る
の
を
み
て
、
該
列
車
発
車
を
合
図
す
る
た
め
、

信
号
機
の
レ
パ
ー
を
引
い
た
が
、
現
実
に
は
下
り
線
が
開
通
に
な
っ
て
い
な
い
た
め
、

レ
パ

1
が
引
け
ず
危
険
信
号
を
示
し
た
ま
ま
に
な

レ
パ

1
の
故
障
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
手
で
発
車
の
信
号
を
行
な
い

っ
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、

こ
ヘ
最
決
昭
三
二
・
一
二
一
ず

j

/
四
刑
集
一
一
・
二
三

O
」

本
例
は
、

A

・
B
-
C
の
そ
れ
ぞ
れ
に
業
務
上
過
失
往
来
妨
害
罪
の
実
行
行
為
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
、

つ
い
に
該
列
車
を
脱
線
さ
せ
る
に
至
つ

と
い
う
形
で
問
題
と
な
っ

た
の
で
は
な
い
Q
A
の
不
注
意
な
行
為
と
汽
車
の
脱
線
と
い
う
結
果
の
聞
に
、

過失同時犯の正犯性(四)・(完)

B

・
C
の
不
注
意
な
行
為
が
介
入
し
て
も
因
果
関
係
が
認

と
い
う
点
で
争
わ
れ
た
の
で
あ
る
(
間
一
民
間
干
岨
品
開
献
供
託
ド
理
一
)

Q

し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
、
第
一
章
に
お
い

て
考
察
し
た
と
こ
ろ
か
ヲ
り
す
る
な
ら
ば
、
条
件
関
係
は
も
と
よ
り
、
相
当
因
果
関
係
も
あ
る
、
と
い
え
よ
う
。
問
題
は
、
実
行
行
為
の
有

め
ら
れ
る
か
、

無
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

、

.

‘

.

、

.

、

.

、

.

国
鉄
に
お
い
て
は
、
各
職
員
の
職
責
は
細
分
化
さ
れ
、
列
車
の
定
時
安
全
運
転
と
い
う
最
高
目
的
の
た
め
に
統
合
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
特
に
、
本
例
の
よ
う
に
、
駅
の
構
内
か
ら
通
常
の
形
を
と
っ
て
発
車
し
た
列
車
の
脱
線
と
い
う
結
果
は
、
一
個
の

、.、.、.、.、.、.、.、.

職
員
の
不
注
意
に
よ
っ
て
は
、
決
し
て
発
生
し
な
い
、
と
い
っ
て
よ
い
。
従
っ
て
、
乙
の
限
り
で
は
、

A

・
B
-
C
の
行
為
そ
れ
自
体
が
業

北法 11(4・83)485 



説

務
上
過
失
往
来
妨
害
罪
の
実
行
行
為
と
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
、

B
の
職
責
は
、

A
の
不
注
意
を
も
前
提

と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

と
し
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、

C
の
職
責
は

こ
れ
ま
た

A
-
B
の
不
注
意
を
前
提
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
、

と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

論

ぃ
。
な
ぜ
か
な
ら
ば
、

B
は
、
標
識
板
の
表
示
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
、
レ
ー
ル
の
尖
端
の
密
着
状
態
を
確
認
す
べ
き
職
責
を
有
す
る

も
の
で
あ
り
、

C
は
、
最
終
的
に
、

レ
パ
ー
を
引
い
て
、
発
車
可
能
を
確
認
し
、

発
事
信
号
を
な
す
べ
き
職
責
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か

-
フ
ヘ
こ
の
点
で
は
、
第
一
審
の
判
断
に
正
し
い
一
面
が
あ
る
。
第
一
審
は
、

B
-
C
の
職
貨
を
上
述
の
よ
う
に
認
定
し
、

C
の
J

o

t
-
F行
為
は
「
そ
れ
自
体
偶
然
に
し
て
決
定
的
な
原
因
力
」
と
な
っ
た
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
前
掲
判
例
集
二
四

0
1四
一
、

と
す
る
な
ら
ば
、

本
例
に
お
い
て
は
、
状

況
の
高
度
の
危
険
性
を
、

当
然
予
定
し
て
行
動
す
べ
き
職
責
に
あ
り
な
が
ら
、

現
実
に
は
右
の
よ
う
な
行
為
に
で
た
と
こ
ろ
の
C
は、

過
失
往
来
妨
害
罪
の
実
行
行
為
を
な
し
た
も
の
、

列
車
の
脱
線
と
い
う
結
果
を
惹
起
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち
業
務
上

と
さ
れ
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

の
行
為
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
検
討
を
さ
ら
に
重
ね
る
ま
で
も
な
く
、

そ
れ
で
は
、

A
-
B
の
不
注
意
な
行
為
は
ど
う
か
。

A
は
B

・
c
k、
B
は
C
に
危
険
性
を
委
ね
た
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
状
況
の

危
険
性
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
実
行
行
為
の
可
能
性
は
否
定
さ
れ
得
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

A
の
行
為
は
、

B
・
C
の
行

為
に
解
消
せ
ら
れ
独
自
の
意
味
を
も
ち
得
な
く
な
り
、

ま
た
B
の
行
為
も
C
の
行
為
に
解
消
せ
ら
れ
て
し
ま
う
、
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ

A
-
B
の
行
為
の
危
険
性
は
、
現
実
化
す
べ
く
緩
め
て
稀
薄
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
思
う
。
乙

A
-
B
は
、
過
失
的
共
犯
の
形
を
と
っ
て
現
わ
れ
て
く
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

、

.

、

.

、

.

、

.

そ
れ
で
は
、
【
例
五
】
の
主
人
は
、
主
人
と
い
う
地
位
と
の
関
係
で
、
実
行
行
為
を
な
し
た
も
の
と
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

‘
.
、
.
、
.
、
，
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
，
、
，
、
.
、
.

信
頼
で
き
る
運
転
手
に
運
転
を
ま
か
せ
、
同
乗
す
る
自
家
用
車
所
有
者
と
し
て
の
主
人
の
地
位
は
、
危
険
性
を
排
除
し
安
全
を
確
保
す
る

た
め
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
状
況
の
危
険
性
の
発
生
す
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
を
予
定
し
て
構
成
せ
ら
れ
た
地
位
と
は
逆
の

地
位
に
あ
る
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

に
も
拘
わ
ら
ず
、
定
担
的
な
実
行
行
為
を
肯
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
も
ま
た
多
い

る
と
思
う
。

つ
ま
り
、

の
意
味
で
、

八
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そ



の
で
あ
る
。
な
ぜ
か
な
ら
ば
、
自
分
の
運
転
手
が
ス
ピ
ー
ド
違
反
を
し
て
い
る
乙
と
を
、
同
乗
し
て
目
撃
し
、
あ
る
い
は
、
同
乗
し
な
い

ま
で
も
よ
く
認
識
し
て
い
る
段
階
に
お
い
て
は
、
単
な
る
同
乗
者
(
批

hpd)
と
違
っ
て
、

、

、

円

8JV

き
立
場
が
生
じ
て
く
る
、
と
い
う
乙
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
か
よ
う
な
段
階
に
お
け
る
主
人
の
立
場
に
対
し
て
も
、

、.、.、.、.

一
般
的
に
、
実
行
行
為
性
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る

乙
れ
を
充
分
阻
止
し
得
る
が
ゆ
え
に
阻
止
す
べ

か
よ
う
な
意
味
で
の
実
行
行
為
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
運
転
手
の
業
務
上
過
失
致
死
罪
と

主
人
の
過
失
致
死
罪
と
の
同
時
正
犯
が
成
立
し
得
る
こ
と
に
な
る
。

【
例
五
】
の
主
人
に
は
、

過失同時犯の正犯性(四)・(完)

出
刑
法
雑
誌
一

O
巻
ご
号
一
四
九
頁
の
平
野
教
授
の
発
言
を
参
照
さ
れ
た
い
。

凶
業
務
上
過
失
に
関
す
る
荘
子
教
授
の
理
解
に
接
近
す
る
。
荘
子
・
業
務
上
過
失

1
木
村
編
法
律
学
演
習
講
座
・
刑
法
二
ハ
一
一
良
参
照
。

防

本

稿

1
北
法
一
一
巻
ご
号
八
四
頁
註
凶
。

凶
井
上
・
判
例
に
あ
ら
わ
れ
た
過
失
犯
の
理
論
一
六
回
頁
以
下
は
、
相
当
因
果
関
係
を
否
定
せ
ら
れ
る
。

同
も
と
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
も
、
地
位
そ
の
も
の
に
関
し
て
、
無
制
限
に
実
行
行
為
性
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
地
位
に
附
着
し
た
摘
象
的
危

危
険
性
が
現
実
化
し
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
地
位
に
あ
る
者
と
し
て
不
注
意
で
あ
っ
た
場
合
を
問
題
に
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
単
に
、
ハ

イ
ヤ
ー
の
運
転
手
に
過
酷
な
ノ
ル
マ
を
課
し
た
と
い
う
だ
け
で
、
雇
主
が
、
当
該
運
転
手
の
居
眠
り
運
転
に
よ
っ
て
坐
じ
た
事
故
に
つ
い
て
、
た
と
え

ば
、
業
務
上
過
失
致
死
罪
の
実
行
行
為
を
作
惜
し
た
も
の
、
と
せ
ら
れ
る
乙
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
平
野
-

Y

ユ
リ
ス
ト
一
九
五
号
六
頁
‘
前
註
凶
参
照
。

な
お
、
問
。
・

5
w
∞
-
N
C品
R
U
∞
の
同
-
P
ω
-
N∞
N
R・
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
建
築
請
負
人
・
医
師
の
立
場
に
着
目
し
た
実
行
行
為
性
認
定
へ
の
契
機
を
包
蔵

し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

附

司

-
H
M
2
5
P
∞
2
r
H
R
O
N
E
B
ぐ
R
F
o
n
r
g
w
ω
-
N
C由
民
・
は
、
門
例
八
】

i
i【
例
一
一
】
の
如
き
共
働
現
象
に
お
い
て
は
、
各
共
働
者
に
と
っ
て
、
他

の
共
働
者
の
行
為
の
危
険
性
を
稀
薄
化
す
べ
き
契
機
は
寄
在
し
広
い
、
と
し
て
い
る
。
根
拠
は
、
他
の
共
働
者
が
介
入
す
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
予
見

可
能
性
が
大
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
結
局
、
過
失
的
対
助
犯
は
、
過
失
的
正
犯
と
し
て
理
論
構
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
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説

m
Hり
・
何
阿
ロ
巾
『
幡
町
内
去
ユ
曲
目
色
町
内
田

N
E白日
B
mロ
者
同
rgwω
・
印
叶
吋
民
・
は
、
乙
れ
を
一
仰
の
「
許
さ
れ
た
危
険
L

で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
正
当
で
あ
ろ
う
。

閥
単
な
る
同
乗
者
に
対
し
て
も
、
事
故
を
回
避
す
べ
く
適
宜
処
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
て
い
る
判
例
も
あ
る
|

l

広
高
判
昭
ご
九
・
一
一
・
一

六
高
刑
集
七
・
一
じ
一
九
参
照
。
〉

z
n
r
d
H
m
]
-
m
J
F
2
2
w
出・白・

0
・
∞
匂
∞
〉

-
r

問
問
・
何
出
口
R
U
F
P
C
-
ω
・
印
叶
∞
〉
-

H

は
、
ス
ピ
ー
ド
違
反
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
を
阻
止
し
な
か
っ
た
主
人
に
、
責
任
を
帰
せ
し
め
る
と
い
う
論
理

に
従
え
ば
、
運
転
手
が
不
注
意
に
運
転
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
場
合
に
も
、
主
人
に
責
任
が
お
よ
ん
で
く
る
と
い
う
不
当
な
結
果
に
な
る
の

で
は
な
い
か
、
と
疑
問
を
提
起
し
て
い
る
。
し
か
し
、
前
註
旧
か
ら
る
肯
定
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
エ
ク
ス
ナ

l
の
疑
念
は
、
杷
憂
に
終
る
で
あ
ろ
う
。

間
乙
乙
で
、
本
稿
が
引
用
し
た
判
例
中
、
過
失
同
時
正
犯
と
し
て
理
論
構
成
し
得
る
そ
の
他
の
場
合
を
掲
げ
よ
う

i
l
コ
台
の
自
動
車
運
転
手
が
、
不
注

意
に
運
転
し
、
衝
突
し
て
死
傷
者
を
だ
し
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
容
易
に
同
時
正
犯
が
肯
定
せ
ら
れ
る
。
乙
の
系
列
に
属
す
る
も
の
一
大
判
昭
六
・
三
・

一
一
七
新
聞
三
一
一
七
五
・
一
四

(
4許
+
九
時
ト
映
巻
)
、
大
判
昭
一
一
・
七
・
一

O
刑
集
一
五
・
九
八
六

(
4時
引
4
時
ト
俳
巻
)
、
東
高
判
昭
一
一
九
・
五
・
一
一
四

高
裁
刑
判
特
四

0
・
一
一
四

(
1一
オ
吋
誠
一
主
脚
)
、
東
高
判
昭
一
一
二
ニ
・
七
・
一
七
高
裁
刑
裁
特
五
二
三
二
一
一

(
1時
↓
叩
誠
一
ト
ト
鵬
)
、
東
高
判
昭
三
一
一
一
・
七
・

三
一
高
裁
刑
裁
特
五
・
一
一
一
四
七

(
1時
」
仇
誠
一
主
鵬
)
。
ま
た
、
パ
ス
・
電
車
・
汽
車
の
運
転
手
と
車
掌
等
の
不
注
意
が
重
な
り
あ
っ
て
事
故
が
発
生
し
た

場
合
に
も
、
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
で
あ
う
コ
。
乙
の
系
列
に
属
す
あ
も
の
一
広
高
判
昭
二
九
・
一
一
二
六
高
刑
集
七
・
一
七
一
九
(
4時
引
“
説
ト
仙
巻
)
、

、
広
高
判
昭
三

0
・
六
・
ご
三
高
裁
刑
裁
竺
了
六
一
ご
一
一

(
1一
汀
刊
一
詰
ト
鵬
)
、
福
高
判
昭
一
ニ

0
・
八
・
三

O
高
裁
刑
裁
特
ご
・
九
一
一
一

(
4
綱
引
吋
♂

h
ほ
叩
γ
認
…
一
臨
ん
担
割
一
段
二
時
町
一
比
一
紅
一
山
町
一
わ
軌
一
注
叫
ん
胃
一
快
晴
、
日
航
市
h
d
J
t…
酌
均
一
間
一
一
-
一
話
一
均
一
一
何
一
位
)
、
大
高
判
昭
一
二
一
・
四
・
一
一
一
高
刑
集
九
・
一
一
五

五
(
一
論
J
H

側
議
ト
ト
伽
)
、
高
松
高
判
昭
三
一
・
一
子
二
七
高
裁
刑
君
主
了
一
一
一
六
八
(
一
諭
↓
叩
地
一
立
脚
)
、
名
高
判
間
一
一
二
一
一
・
子
一
七
商
品
錦
町
川
裁

特
五
・
凹
一

(
1
一
汗
唯
一
一
ト
ト
脳
)
。
そ
の
ほ
か
、
つ
ぎ
の
場
合
に
も
、
過
失
同
時
正
犯
が
成
立
し
得
る
・
大
判
明
四
一
一
了
子
一
二
一
・
刑
録
一
六
・
一
一
九
一
一

へ
狂
犬
病
の
犬
を
狂
犬
病
に
非
ず
と
誤
診
し
た
獣
医
と
、
こ
の
獣
医
の
診
断
を
漫
然
信
頼
し
、
そ
の
犬
に
唆
ま
れ
た
子
供
に
対
す
る
狂
犬
病
予
防
注
射
を
中
止
し
た
人
医
と
は
、
子
供
の

/
死
に
対
し
、
過
失
同
時
宜
犯
た
り
得
る
契
機
を
も
っ
て
い
る
。
人
医
が
注
射
を
中
止
し
た
時
の
事
情
を
特
に
検
討
し
て
、
高
度
の
危
険
性
が
あ
る
の
に
、
注
射
を
中
止
し
た
か
ど
う
か

蜘
唯
一
概
肘
コ
一
刊
誌

γ
寸
恥

1
伽
)
、
大
判
昭
一

0
・
一
了
一
二
荊
集
一
四
・
一
六
六
(
諸
説
一
浩
一
時
脱
げ
コ
緋
…
勢
一
耽
駒
山
酬
明
一
噌
蹴
紅
一
川
町
一
問
制
下
町
一
一
一
↑
川
町
一
w

断一一引い刊一
m
f畑
一
品
吋
一
均
一
語
一
日
U
3
4
約一
J
f
4
九
当
時
計
附
)
、
最
決
昭
ゴ
豆
・
四
・
一
五
刑
集
一
四
・
五
九
一
(
断

13射
訓
諮
…
醐
一
日
間
鵬
首
〈
4
伸
一
一
時
計
叫
)
、

要
尚
一
判
昭
一
一
七
・
六
・
一
七
百
盟
主
・
一

O
七
八
(
一
五
m
u
p
M
L
Z
P雌
諒
…
同
一
紅
一
吋
一
時
一
般
…
町
一
問
一
日
月
一
均
一
料
一
時
紘
一
町
、
一

4
u臥
。
主
政
ー
日
間
伽
)
.
仙

高
判
昭
二
八
・
二
了
一
二
立
高
裁
刑
判
特
一
二
五
・
八
四
(
恥
山

p
k
v保
一
誠
一
円
均
一
灯
時
計
汁
机
一
町
、
・
出
掛
け
畑
一
円
相
川
品
問
一
肌
比
一
抑
制
的
一
問
一
的
融
制
位
一
「
慨
繍
一
日
…

論
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格
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
仙
台
高
等
裁
判
所
は
、
原
判
決
を
破
棄
、
自
判
し
て
い
る
が
、
転
轍
機
取
扱
担
務
者
、
信
号
機
取
扱
担
務
者
、
駅
長
の
過
失
行
J

、

為
を
も
認
定
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
業
務
上
過
失
往
来
妨
害
罪
の
成
立
を
認
め
た
の
で
は
な
い
か
、
と
恩
わ
れ
る
。
本
稿
H
北
法
一
一
巻
二
号
八
四
頁
詳
紛
」

五
・
五
高
裁
刑
裁
特
三
・
四
六
五
(
刊
盟
問
一
時
一
日
建
設
程
一
一
期
安
田
一
野
町
一

m比
一
語
一
首
相
一
時
四
一
一
酬
請
調
4
開
瑚
剛
話
料
一
伽
の
)
、
大
高
判
昭
三
ご
・
一
一
了
三

O

高
刑
集
一

0
・
一
一
二
三
一
一
(
一
軒
肘
紅
白
崎
一
紘
一
轍
駐
日
一
一
時
矧
一
間
同
研
一
一
一
対
立
一
議
四
日
間
4
4
1関
諒
一
唱
ぽ
訪
問
削
船
、
)
、
津
地
判
昭
三
一
一
一
・
三
・
ご
八
第
一
審
刑
事

裁
判
例
集
一
・
ご
三
七
五
(
町
誠
一
説
明
ド
ノ
敬
一
矧
引
時
一
駐
日
日
子
軸
一
抗
日
り
一
誠
一
段
一

3
4許
諾
、
一
唯
一
計
十
雌
)
。

福
宮
同
判
昭

乙
れ
に
反
し
、
過
失
同
時
正
犯
を
肯
定
し
得
な
い
場
合
と
し
て
、
つ
百
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る

l
l大
判
昭
一
六
・
一
一
・
コ
八
刑
集
コ

0
・
六
五

四
(
恥
捌
か
す

L
1
)、
最
決
昭
一
一
一
?
一
一
了
六
刑
集
一
一
-
一
一
二
八
七
(
一
一
一
期
間
一
制
悦
一
日
間
一
部
崎
潤
臥
一
躍
一
一
一
浩
司
一
一
一
剛
一
湾
初
統
一
時
、
M

M

Z
一
弐
一
m
j

蛤
は
い

lr
一
端
計
駐
日
下
脚
一
四
一
M
M
一
時
汗
一
一
円
…
…
閥
抗
4
4
紅
一
説
寸

ω北
京
一
艇
で
)
、
最
判
昭
三
四
・
五
・
一
五
刑
集
一
三
了
七
一
一
二
(
柵
砂
町
一
軒
い

VLP忠
一
明
暗
前

任
者
が
不
在
の
た
め
、
ガ
ソ
リ
ン
漏
油
田
に
よ
る
火
災
発
生
防
止
措
置
を
尽
き
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
特
に
、
海
側
の
不
注
意
に
よ
る
火
災
に
対
し
て
は
、
通
常
、
突
行
行
為
あ
り
と
せ

ら
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
え
よ
う
。
最
高
裁
は
、
陸
側
の
過
失
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
モ
れ
に
拘
わ
り
な
く
、
不
注
意
な
海
側
に
責
任
が
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
本
稿
H
北
法
一
一

立
時
航
)
、
名
高
判
昭
一
一
二
一
了
五
・
一
五
高
裁
刑
裁
特
五
・
一
二
四
(
軌
↓
J
V
4浦
口
一
一
一
昨
一
)
。

号を

* 

* 

以
上
で
、
本
稿
の
中
心
課
題
は

一
応
達
せ
ら
れ
た
と
思
う
。
次
章
に
お
い
て
、
過
失
共
同
正
犯
と
の
関
係
を
反
省
す
る
こ
と
に
よ
っ

過失同時犯の正犯性(四)・(完)

て
、
問
題
を
深
化
さ
せ
た
い
と
考
え
る
。

過
失
的
共
犯
を
い
か
に
扱
う
べ
き
か

過
失
不
作
為
犯
に
固
有
の
問
題
は
と
れ
を
い
か
に
扱
う

べ
き
か
、
と
い
う
問
題
の
解
決
は
、
他
日

K
期
し
た
い

「
過
失
的
共
犯
の
実
体
そ
の
も
の
は
、
本
稿
か
J

Q

F

ら
、
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
、
と
い
え
よ
う
」

第
四
章

過
失
共
同
正
犯
と
過
失
同
時
犯

わ
た
く
し
は

、
.
、
.
、
，
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.
、
.

過
失
共
同
正
犯
の
成
否
を
検
討
し
、
全
体
と
し
て
の
一
個
の
不
注
意
な
行
為
と
し
て
判
断
せ
ら
れ
る
べ

か
っ
て

北法 11(4・87)489 



説

ハ
1
)

、
、
、
、
、
、
、

き
場
合
に
は
、
過
失
共
同
正
犯
が
認
め
ら
れ
得
る
こ
と
を
結
論
し
た
。
そ
し
て
、
個
々
の
過
失
犯
の
実
行
行
為
が
肯
定
せ
ら
れ
て
、
は
じ

と
考
え
た
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
、
た
と
え
ば
本
稿
の

め
て
、

正
犯
と
さ
れ
得
る
過
失
同
時
犯
と
は
、

区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

論

【
例
一
二
は

乙
れ
を
全
体
と
し
て
の
不
注
意
な
行
為
と
み
る
べ
き
か
、
個
々
の
不
注
意
な
行
為
の
競
合
と
み
る
べ
き
か
、
と
い
う
点

つ
ぎ
の
機
会
に
改
め
て
考
察
す
る
と
と
を
約
束
し
て
お
い
た
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
特
化
第
三
章
で
、
個
々
の
不
注

で
疑
問
を
提
起
し
、

意
な
行
為
を
そ
の
実
行
行
為
性
に
関
し
て
検
討
し
た
Q

わ
た
く
し
は
、
本
章
に
お
い
て
、
全
体
と
し
て
の
不
注
意
な
行
為
と
み

そ
こ
で
、

る
こ
と
が
妥
当
な
場
合
と
、
個
々
の
不
注
意
な
行
為
と
み
る
こ
と
が
妥
当
な
場
合
と
の
区
別
を
、
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

乙
の
例
は
、
特
に
ド
イ
ツ
の
学
説
が
、
過
失
共
同
正
犯
を
認
め
得
る
場
合
の
典
型
と
し
て
、
あ

る
い
は
、
過
失
共
同
正
犯
を
否
定
し
こ
れ
を
同
時
犯
と
み
る
場
合
の
典
型
と
し
て
、
掲
げ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
さ
き
に
も
一
言
し
た
よ

わ
れ
わ
れ
は
、

ま
ず
、
【
例
六
】
を
考
え
て
み
よ
う
。

う
に
、

こ
れ
を
過
失
共
同
正
犯
と
み
る
も
の
で
あ
る
が
、
根
拠
は
い
う
ま
で
も
な
く
全
体
と
し
て
の
不
注
意
な
行
為
が
み

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ど
う
し
て
全
体
と
し
て
の
不
注
意
な
行
為
を
観
念
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
他
の
例
と
の
差
異
を

そ
れ
で
は
、

検
討
す
る
乙
と
に
よ
っ
て

【
例
六
】
が
、
【
例
一
】
1
【
例
四
】
、
【
例

こ
の
点
を
あ
き
ら
か
に
し
、
問
題
解
決
へ
の
足
掛
り
と
し
よ
う
。

七〕
l
門
例
九
】
と
違
う
点
は
、
前
者
に
お
い
て
は
共
働
者
の
各
々
が
他
の
共
働
者
の
存
在
を
明
確
に
意
識
し
て
、

い
わ
ゆ
る
「
立
識
的

-
意
欲
的
共
働
」

(gd司
ロ
宮
市
印
己
ロ
仏
関
命
者
。
-
x
g
N
C
E
S
S
Oロ
当
日
島
町
ロ
)
を
な
し
て
い
る
の
に
反
し
、

後
者
に
お
い
て
は
共
働
者
の
各
々

は
他
の
共
働
者
の
介
入
を
意
識
し
て
い
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
、
と
い
え
よ
う
。
と
の
違
い
は
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
な
ぜ
か
な

、

.

、

.

ら
ば
、
木
材
を
投
げ
落
す
と
い
う
、
そ
れ
自
体
は
な
ん
ら
法
の
関
心
に
属
さ
な
い
作
業
の
意
識
的
・
意
欲
的
共
働
に
お
い
て
も
、
そ
の
継

続
中
に
、
た
と
え
ば
、
下
に
通
行
人
が
い
な
い
か
ど
う
か
を
確
か
め
も
せ
ず
木
材
を
投
げ
落
し
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
意
識
的
・
立
欲
的

、.、.、.、.、.、.、.、.、.‘.、.、.

共
働
の
延
長
と
し
て
の
不
注
意
な
共
働
現
象
、
す
な
わ
ち
、
不
注
意
な
目
的
的
行
為
の
共
同

l

全
体
と
し
て
の
不
注
意
な
行
為
ー
を
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観
念
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
反
し
、
他
の
共
働
者
の
介
入
を
意
識
す
る
こ
と
の
な
い
共
働
現
象
に
お
い
て
は
、

意
な
目
的
的
行
為
の
共
同
と
い
う
観
念
は
生
起
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
発
生
し
た
結
果
の
法
的
効
果
を
、
前
者
に
つ
い
て
は
そ
の
全
体

乙
の
点
に
存
す
る
と
い
え
よ
う
Q

い
か
に
し
て
も
、
不
注

に
帰
属
せ
し
め
得
る
契
機
が

右
の
よ
う
な
理
解
の
下
に

わ
れ
わ
れ
は
、
【
例
六
】
を
過
失
共
同
正
犯
と
し
て
理
論
構
成
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

高
裁
判
所
、
名
古
屋
高
等
裁
判
所
が
、

過
失
共
同
正
犯
の
成
立
を
認
め
た
つ
ぎ
の
二
例
も
、

か
よ
う
な
視
点
か
ら
肯
定
さ
れ
得
る
で
あ
ろ

，っ。

A
-
B
は
、
共
同
し
て
飲
食
屈
を
営
ん
で
い
た
が
、

C
か
ら
仕
入
れ
た
「
ヲ
ヰ
ス
キ
1
」
を
、
メ
タ
ノ
ー
ル
含
有
の
有
無
に

、

、

、

、

《

7
)

っ
き
、
不
注
意
に
も
な
ん
ら
検
査
す
る
こ
と
な
し
に
、
し
か
も
意
思
連
絡
の
下
に
、
販
売
し
た
(
ヨ
一
世
翫
一
一
一
一
小
)

Q

、

、

、

、

【
例
一
三
】

A
・
B
は
、
共
同
し
て
素
焼
「
こ
ん
ろ
」
二
個
を
床
板
の
上
で
使
用
し
な
が
ら
、
過
熱
発
火
を
防
止
す
る
措
置
を
共
に
怠

っ
て
火
災
を
発
生
さ
せ
た
(
話
剛
腕
佐
一
一
二
∞
小
久
一
d
。

そ
れ
で
は
、
【
例
一
一
】
も
ま
た
、
過
失
共
同
正
犯
と
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

【
例
一
ニ
】

過失同時犯の正犯性(四)・(完)

「
前
構
成
要
件
的
」

な
事
実
で
は
あ
る
が

そ
の
事
実
に
関

わ
れ
わ
れ
が
、
右
に
、
過
失
共
同
正
犯
を
品
同
定
し
た
事
案
は
、

す
る
意
識
的
・
意
欲
的
共
働
の
延
長
と
し
て
、

い
わ
ゆ
る

不
注
意
な
共
働
が
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が

【
例
一
一
】
に
お
い
て
は

か
よ
う
な
明
示
の
意
識
的
共
働
は
存
在
し
な
い
。

:
f
、

み'ハ

AHN

乙
と
の
性
質
上
、
当
然
に
予
定
さ
れ
た
暗
黙
の
意
識
的
共
働
が
肯
定
せ
ら
れ
て

「
【
例
六
】
等
を
偶
然
的
意
識
的
共
働
と
す
れ
ば
、
【
例
一
J

U

F

一
】
は
、
必
要
的
意
識
的
共
働
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

わ
れ
わ
れ
は
、

過
失
共
同
正
犯
を
検
討
す
る
と
き
、

故
意
犯
の
共
同

し
か
る
べ
き
で
あ
る

正
犯
と
の
比
較
に
お
い
て
こ
れ
を
考
え
て
い
た
た
め
、
「
意
思
の
連
絡
」
と
い
う
契
機
に
特
に
重
点
を
お
く
結
果
と
な
り
、

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

い
わ
ゆ
る
必
要

的
意
識
的
共
働
に
つ
い
て
は
、

別
段
の
考
慮
を
払
わ
な
か
っ
た
、

過
失
共
同
正
犯
の
中 最
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説

(
M
J
V
 

核
は
、

-dv
品
目
仙
の
連
絡
」
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
「
怠
思
の
述
絡
」
に
も
と
づ
い
た
全
体
と
し
て
の
不
注
意
な
行
為
に
あ
る
、
と

い
う
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
せ
ら
れ
た
以
上
、
暗
黙
の
、
し
か
し
必
要
的
な
意
識
的
共
働
を
無
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
わ
た
く
し
が
、

論

【
例
一
一
】
に
関
し
て
抱
い
た
疑
問
は

そ
の
根
紙
を
乙
ζ

に
お
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
本
稿
第
三
章
で
考
察
し
た
よ
う
に

【
例
一
一
】
に
お
い
て
は

A
の
不
注
意
は
B
・
C
の
不
注
意
に
解
消
せ
ら
れ

の
不
注
意
は
C
の
不
注
意
に
解
消
せ
ら
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
独
自
性
を
喪
失
す
る
に
至
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
不
注
意
な
行
為
と
し
て
の
中

核
は
、

C
の
行
為
に
集
中
せ
ら
れ
る
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
全
体
と
し
て
の
不
注
意
な
行
為
を
観
念
し
、

そ
の
効
果
を
A
・
B
-
C
に
ひ
と
し
く
帰
属
せ
し
め
る
べ
き
契
機
は

つ
い
に
見
出
し
得
な
い
こ
と
に
な
る

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

過
失
共
同
正
犯
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
Q

四

だ
が
し
か
し

い
わ
ゆ
る
暗
歎
の
必
要
的
意
識
的
共
働
は
、

ほ
か
に
も
多
く
存
在
す
る
。

た
と
え
ば
、
パ
ス
・
電
車
の
運
転
乎
と

そ
れ
ぞ
れ
の
職
責
に
は
、
【
例
一
一
】
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
上
下
の
差

一
体
と
な
っ
て
安
全
運
転
を
な
す
乙
と
に
統
合
さ
れ
て
い
る
Q

従
っ
て
、
過
失
共
同
正
犯
を
認
め
る
べ
き
契
機
も
充
分
存
在

し
得
る
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
井
上
教
授
の
批
判
は
、
示
唆
的
で
あ
る
。

、.、.

だ
が
し
か
し
、
か
よ
う
な
共
働
現
象
に
お
い
て
も
、
直
に
過
失
共
同
正
犯
を
認
め
る
乙
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
不
注
立
な
共
働
か

、... 
、

，

‘

，

、

.

、

.

、

.

ら
離
脱
し
よ
う
と
す
る
共
働
者
に
つ
い
て
は
勿
論
の
こ
と
、
不
注
怠
な
状
態
を
あ
る
点
で
接
合
し
合
い
な
が
ら
も
、
未
だ
互
い
に
他
の
不

車
掌
の
関
係
に
そ
の
典
型
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
Q

し
か
も

リ
f
c
i

口
H
M

，
刀
た
く

注
意
を
引
受
け
合
い
、
自
己
の
不
注
意
を
委
ね
合
っ
て
い
る
、

と
な
し
得
な
い
場
合
の
共
働
者
に
は
、
過
失
共
同
正
犯
を
認
め
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
あ
る
Q

前
出
八
六
頁
註
帥
に
引
用
し
た
事
案
中
、
パ
ス
・
電
車
・
汽
車
の
運
転
手
と
車
掌
と
の
共
働
現
象
に
お
い
て
は
、

過
失
共
同
正
犯
と
し
て
理
論
構
成
し
得
る
場
合
も
充
分
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
問
題
は
、

や
は
り
、
全
体
と
し
て
の
不
注
立
な
行
為 B 
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と
み
る
べ
き
か
、
単
に
不
注
意
な
状
態
を
接
し
た
だ
け
に
と
ど
ま
り
、
独
立
し
た
個
々
の
不
注
意
な
行
為
は
失
わ
れ
て
い
な
い
、
と
み
る

べ
き
か

の
確
定
に
あ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば

【
例
一
回
】
は
、
過
失
共
同
正
犯
た
り
得
る
要
素
を
強
く
も
っ
て
い
る
と
思

つ
ぎ
の

わ
れ
る
が

乙
れ
が
稀
薄
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
例
一
五
】
は

【
例
一
四
】

A
は
列
車
の
運
転
手
、

B
は
車
掌
。
列
車
に
タ
ブ
レ
ッ
ト
ま
た
は
指
導
者
が
存
せ
ず
、
衝
突
の
危
険
が
極
め
て
濃
厚
で
あ

る
事
情
の
下
で
、

A
が
「
行
乙
う
」
と
主
張
す
る
の
で
、

B
も
安
全
だ
ろ
う
と
軽
信
し
て
発
車
し
、
対
向
し
て
き
た
列
車
と
衝
突
、
乗
客

を
死
傷
せ
し
め
た
(
臨
調
…
…
程
均
一
川
一
一
一
。
)

Q

A
は
電
車
の
運
転
手
、

B
は
車
掌
。
乗
車
勤
務
中
、
自
己
の
車
を
準
急
と
勘
違
い
し
て
、
停
車
す
べ
き
駅
を
通
過
。
乗
客

【
例
一
五
】

が
さ
わ
い
だ
の
で
、

A
は
車
を
退
行
さ
せ
よ
う
と
し
、
車
か
ら
降
り
、

B
の
所
へ
走
り
寄
り
、
「
列
車
を
下
げ
る
か
ら
後
方
防
護
を
抑
制
む
」

過失同時犯の正犯性(四)・(完)

と
申
し
向
け
、
協
議
も
整
わ
な
い
う
ち
に
運
転
台
に
戻
り
、
車
を
退
行
さ
せ
た
。

B
は
驚
い
て
、
青
赤
の
信
号
機
を
巻
い
た
ま
ま
車
外
へ

飛
出
し
、
後
続
車
に
連
絡
し
よ
う
と
ホ
1
ム
の
方
向
へ
走
り
寄
っ
た
が
、
す
で
に
後
続
車
は
停
車
中
で
あ
っ
た
。

B
は
、
あ
わ
て
て
東
西

を
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
見
回
し
て
い
た
だ
け
だ
っ
た
。
車
は
衝
突
し
て
し
ま
っ
た
(
諮
問
捌
…
盟
主
主
巴
)
。

一
応
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
@

五

以
上
に
よ
り
、
過
失
共
同
五
犯
と
過
失
同
時
犯
と
の
限
界
線
も

と
こ
ろ
が
、
広
島
高
等
裁
判
所
は
、
【
例
二
ハ
】

1
某
病
院
勤
務
の
外
科
医
A
-
B
は
、
共
同
担
当
医
と
し
て
X
の
診
療
治
療
に
当
っ
て

こ
れ
を
行
な
わ
し
め
な
が
ら
、
不
注
意
に
も
監
督
を
怠
っ
た
た
め
、

C
の
注
射
液
…
誤

い
た
も
の
で
あ
る
が
、
看
護
婦
C
に
注
射
を
指
示

認
に
よ
り
、

X
を
中
毒
死
せ
し
め
た

l
と
い
う
事
件
に
つ
い
て
、

A
、
B
の
い
ず
れ
か
が
、
本
件
の
過
失
に
つ
い
て
全
く
無
関
係
で
あ
る

こ
と
が
特
に
明
瞭
な
場
合
と
か
、
特
定
の
診
療
に
つ
き
、
特
に
、
責
任
を
分
担
し
そ
の
帰
責
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
た
場
合
以
外
に
お
い

て
は
、
右
過
失
に
つ
い
て
の
責
任
は
共
同
担
当
医
全
員
に
存
在
す
る
、

と
し
な
が
ら
、

A
-
B
に
共
同
正
犯
を
認
め
た
原
判
決
を
否
定
し
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説

て
い
る
の
で
あ
る
---、、
特広
四高
.半日
六昭
九三
六一

特七

七0
0高
O裁
参刑
照裁15、、--、J
u 

か
よ
う
な
消
極
的
な
理
由
づ
け
の
み
を
も
っ
て
、
過
失

わ
れ
わ
れ
の
立
場
で
も
、

共
同
正
犯
が
成
立
す
る

と
は
い
え
な
い
ο

積
極
的
に

不
注
意
な
共
働
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら

広
島
高
裁
の
立
論

論

は
、
過
失
共
同
正
犯
は
成
立
し
な
い
と
い
う
主
張
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

山
内
田
・
過
失
共
同
正
犯
の
成
否

1
法
学
会
論
集
八
巻
ゴ
了
四
号
一
頁
以
下
特
に
四
一
一
貝
以
下
。

凶
内
問
・
前
掲
論
文
五
三
頁
以
下
。

間
内
問
・
前
掲
論
文
五
八
頁
。

凶
【
例
六
】
を
過
失
共
同
正
犯
と
み
る
の
は
、
た
と
え
ば
、
司
・
開
H
ロ
2
・
F
rユ
彦
氏
出
2
N
E
S
B
E
g
-
ュa
p
ω
・
匂
ど
岡
山
・
宮
自
問

R
E
S
F
2
r
f

∞
-
A
N
N
一
月
・
円
自
由
巾

wy向
C
L
R
E円
吋
山
田
昨
日

Z
m門戸
ω・品∞
w
g
同
・
過
失
同
時
正
犯
と
み
る
の
は
、
た
と
え
ば
、
芦
肘
・

ζ
a
F
〉
口
問
-
H，・

ω・
8
f
〈・

出
苛
沼
町
]
切
。

2
g
n
r
g
ω
門

g
p
m
n
z
w
口
"ω-AF吋
∞
〉
・
印
U
F
S
H
-
∞ロ
F
B
E
f
N
∞〉・

ω・8
吋・

間

前

出

入

O
頁
。
内
問
・
前
掲
論
文
四
一
t

員
以
下
。

附
内
田
・
前
掲
論
文
四
一
一
良
以
下
、
四
回
頁
以
下
、
五
三
頁
以
下
、
内
問
・
過
失
の
共
同
正
犯

l
木
村
編
新
法
律
学
演
習
講
座
・
刑
法
総
論
三
四
一
一
頁
以
下
。

川
本
件
に
つ
い
て
の
批
評
は
、
数
多
い
。
特
に
、
木
村
・
過
失
の
共
同
正
犯

l
平
野
・
福
田
・
大
塚
編
判
例
演
習
(
刑
法
総
論
)
一
七
二
一
良
。
さ
ら
に
、

内
問
・
過
失
犯
の
共
同
正
犯

1
3
ュ
リ
ス
ト
、
続
判
例
百
選
九
八
頁
お
よ
び
同
所
引
用
の
諸
文
献
参
照
。

附
内
旧
・
法
学
会
論
集
八
巻
三
了
四
号
ご
一
良
、
四
三
頁
参
照
。
井
上
・
判
例
に
あ
ら
わ
れ
た
過
失
犯
の
理
論
三
三
四
頁
以
下
は
、
乙
れ
に
強
く
反
対
し
て

お
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
門
例
一
二
】
、
【
例
一
三
】
の
A
-
B
は、
ζ

れ
を
倒
別
的
に
み
る
な
ら
ば
、
実
行
行
為
を
行
な
っ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

剛
内
田
・
前
掲
論
文
特
に
四
四
頁
参
照
。

、.、.

聞
従
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
前
構
成
要
件
的
事
実
に
関
す
る
意
識
的
共
働
が
存
在
し
て
も
、
一
共
働
者
が
、
そ
の
延
長
と
し
て
の
不
注
意
な
共
働
か
ら
離
脱
せ

ん
と
す
る
と
き
に
は
、
過
失
共
同
正
犯
の
成
立
は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
乙
の
点
で
、
仙
高
判
昭
一
ニ

0
・
六
・
ご
一
高
裁
刑
裁
特
ご
・
六
一
九

ヘ
自
動
車
の
窓
に
手
を
か
け
、
車
と
共
に
進
行
し
た
X
は
、
や
が
て
右
手
を
す
べ
ら
し
て
し
ま
っ
た
。
車
に
同
乗
し
て
い
た
助
手
A
は、

X
の
左
手
を
つ
か
ま
え
て
や
り
、
か
つ
運
転

/手
B
に
「
危
い
」
と
叫
ん
だ
。
し
か
し
、
も
う
一
人
の
助
手
C
は
、
「
か
ま
う
な
、
放
っ
て
お
け
、
走
れ
走
れ
」
と
い
い
、

B
も
、
漫
然
、
大
丈
夫
だ
ろ
う
と
思
っ
て
そ
の
ま
ま
進

開
札
枇
い
仕
切
け
的
…
位
一
位
伽
肝
軌
酬
は
わ
W
M
川
町
》
削

r~い
か
に
)
は
興
味
深
い
。
裁
判
所
は
、

A
・
C
に
、
停
車
等
を
促
す
以
上
の
職
責
を
求
め
る
こ
と
は

で
き
な
い
、
と
し
て
彼
等
を
無
罪
と
し
た
。
結
論
に
は
賛
成
で
き
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、

ζ

れ
を
過
失
共
同
正
犯
が
認
め
ら
れ
な
い
一
事
例
と
し
て
考
え
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て
ゆ
き
た
い
。
江
お
、
井
上
・
前
掲
書
ご
ご
八

i
九
頁
参
照
。

間
し
か
し
、
因
果
関
係
存
否
の
判
断
に
当
り
、
全
体
と
し
て
の
共
働
現
象
と
結
果
と
の
閤
に
つ
い
て
と
れ
を
行
な
え
ば
足
り
る
、
と
い
え
る
程
に
、
密
接

不
可
分
の
つ
な
が
り
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
本
稿

l
北
法
一
一
巻
一
号
五
五
頁
註
刷
、
何
回

WHBア
田
・
目
・

0
・
ω・
四
回
日
間
・
参
照
。

間
広
高
判
昭
一
二

0
・
六
・
ご
三
高
裁
刑
裁
特
コ
・
六
ご
ゴ
一
は
い
う
o

パ
ス
の
運
転
手
と
車
掌
の
職
分
は
、
「
別
個
独
立
の
分
業
的
に
対
立
す
る
職
種
で
あ
る

と
は
解
さ
れ
な
い
。
従
っ
て
両
者
は
乗
合
自
動
車
を
安
全
に
運
行
す
る
と
い
う
営
業
目
的
に
し
た
が
っ
て
相
侍
り
相
扶
け
て
自
動
車
の
運
行
の
安
全
を
図

ヘ
前
掲
判
例
J

る
べ
き
任
務
を
有
し
て
い
る
」
(
集
さ
一
六
)
と
。

問
弁
上
・
前
掲
書
三
三
一
頁
以
下
、
一
ニ
ご
九
頁
註
開
。

制
井
上
・
前
掲
書
三
一
一
一
三
頁
は
、
【
例
一
四
】
に
つ
き
、
過
失
共
同
正
犯
と
も
み
れ
よ
う
が
、
過
失
同
時
犯
と
し
て
お
け
ば
足
り
る
、
と
せ
ら
れ
る
。
な

お
、
【
例
五
】
も
、
過
失
致
死
罪
に
関
す
る
限
り
で
は
、
共
同
正
犯
と
せ
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
最
決
昭
一
三
一
・
一
ご
・
六
刑
集
一
一
二
二
一
八

七
に
お
い
て
も
、
過
失
共
同
E
犯
の
可
能
性
は
あ
る
。
前
出
八
六
頁
註
側
参
照
。
井
上
・
前
掲
書
一
二
ご
九
頁
註
m
聞
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

同
尤
も
、

A
-
B
に
共
同
正
犯
を
認
め
た
と
と
も
、
判
決
に
は
影
響
し
な
い
、
と
い
う
。

あ

カ1

キ
C

と

過失伺時犯の正犯性(四)・(完)

以
上

四
章
に
わ
た
り

過
失
同
時
犯
の
正
犯
性
を
検
討
し
、
過
失
共
同
正
犯
と
過
失
同
時
犯
の
関
係
に
お
よ
ん
だ
。
さ
さ
や
か
な
結

論
と
し
て
、
過
失
同
時
犯
の

E
犯
性
は
、

因
果
関
係
の
存
在
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
実
行
行
為
の
存
在
に
よ
っ
て

の
み
基
礎
づ
け
ら
れ
得
る
、

と
い
う
立
言
、
過
失
共
同
正
犯
と
過
失
同
時
犯
と
の
聞
に
は
、
同
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
実
体
的
差
異
が
存

と
い
う
立
言
を
導
き
得
た
、

と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

在
す
る
、

な
お
、
本
稿
第
二
章
は
二
節
を
も
っ
て
構
成
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
。
必
要
を
感
じ
て
、
三
節
に
わ
た
っ
た
。

(
一
九
六
一
・
ご
・
一
九
)
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